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はじめに 

 

 

 

学校図書館には下記の３つの機能があります。 

「読書センター」児童生徒の読書活動や読書指導を通して、豊かな人間性と情操、創造性を育む。 

「学習センター」児童生徒の学習活動を支援したり、授業の内容を豊かにしてその理解を深めたり 

する。 

「情報センター」児童生徒や教職員の情報ニーズに対応したり、児童生徒の情報の収集・選択・活 

用能力を育成したりする。 

 

さらに、新学習指導要領では、課題の発見と解決に向けて主体的・対話的に学ぶ学習が重要視され

ています。このような学習では、学校図書館の利活用を通して、情報を活用するための技能を育成す

ることが求められています。 

静岡市では、上記の機能を発揮できるような学校図書館の充実を目指して、学校図書館長である校

長をはじめ、担任、司書教諭や学校図書館担当者、学校司書、ボランティア等が協力しながら学校図

書館づくりを進めています。しかし、学校司書が未配置の学校や小規模校では、十分な整備が進んで

いないのが現状です。 

そこで、市内で学校図書館の平準化を図るようガイドラインを作成しました。学校図書館が全ての

教育活動の基盤となり、子どもたちの主体的・対話的で深い学びを支えると共に、子どもの心の居場

所として気軽に立ち寄れる場所となるよう再確認し、学校図書館の機能、学校図書館教育全体計画や

運営計画の基としてご活用ください。 
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１ 静岡市学校図書館ビジョン 

● 静岡市の目指す子どもの姿 

 

 

 

 

  

 

 

● 静岡市の目指す学校図書館 

 

 

 

 

● 学校図書館を通してこんな子どもたちに… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①確かな学力、豊かな心・感性、健やかな体を備える子どもたち 

②いつでも、どこでも、どんな状況でも自ら考え、行動することができる子どもたち 

③様々な視点で物事を見ることができ、他人の考えを受け入れ、協力し合いながら、問題解決ができる子どもたち 

④社会性を備え、静岡市民として、地域社会や世界で活躍する子どもたち 

 

たくましくしなやかな子どもたち 

夢を見いだし、未来をつくる 

思考力・問題解決能力・情報活用能力・語彙力等を身に付ける 

 

想像力を培う 

 

多様性を認められる 

相手を思いやれる 

学校図書館における 

主体的・対話的で深い学び 

子どもの心の居場所で 

ある学校図書館 

 

情報センター 

情報収集・選択、 
活用能力の育成 

読書センター 

自由な読書活動や 
読書指導の場 

学習センター 

学習活動の支援 

学校図書館は、全ての教育活動の基盤 
～子どもの心の居場所である学校図書館～ 

 

学校図書館の３つの機能 

こんな人になりたい 

こんなことを 

   やってみたい 

 



- 4 - 

 

●学校図書館教育の支援 

・学校協力貸出、団体貸出 

・移動図書館 

・利用指導 

 

●学校図書館教育の指導・助言 

・研修の企画・実施 

・コラボノート等による情報収集・

発信 

・学校訪問による支援 

●学校図書館教育の支援 

・地域ボランティアによる読み聞

かせや語り部などのお話の会 

・学校図書館の掲示や整備の支援 

２ 学校全体で取り組む学校図書館教育 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★校長（学校図書館長） 

●学校図書館運営の責任者 

・学校経営の重点や具体的な方策に学校図書館を活用した教育への取組の位置付け 

・学校図書館運営における組織づくり 

 

★教職員 

●学校図書館教育の推進 

・児童生徒の読書活動や学習活動において学校図書館を積極的に利活用 

・児童生徒の興味・関心等に応じて自発的・主体的に読書や学習が行えるように支援 

★司書教諭・学校図書館担当者 

●学校図書館教育全体計画の立

案・運営 

・学校図書館を活用した教育活動の

企画・実施、年間読書指導計画 

・学校図書館を活用した授業の実践

支援 

★学校司書 

●学校図書館教育活動の支援 

・学校図書館の環境整備等 

・オリエンテーションやレファ

レンス等 

・資料・情報の専門家としての学

習支援等 

 連携・協力 

学校図書館支援室（教育センター）

 

外部支援（外部団体）

 

公立図書館 
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３ 学校図書館教育全体計画（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低
学
年 

第
二
学
年 

・楽しんで読書をしようとする。 

・いろいろな本があることを知

る。 

・図鑑や科学的なことについて

書いた本を読み、分かったこ

となどを説明する。 

中
学
年 

・幅広く読書に親しむ。 

・読書が必要な知識や情報を得る

ことに役立つことに気付く。 

・事典や図鑑などから情報を得

て、分かったことなどをまとめ

て説明する。 

高
学
年 

・日常的に読書に親しむ。 

・読書が自分の考えを広げることに

役立つことに気付く。 

・複数の本や新聞などを活用して、

調べたり考えたりしたことを報

告する。 

中
学
一
年 

・言葉がもつ価値に気付くとと

もに、進んで読書をする。 

・読書が知識や情報を得たり、自

分の考えを広げたりすること

に役立つことを理解する。 

中
学
二
年 

・言葉がもつ価値を認識するとと

もに、読書を生活に役立てる。 

・本には様々な立場や考えが書か

れていることを知り、自分の考

えを広げたり深めたりする読書

に生かす。 

中
学
三
年 

・言葉がもつ価値を認識するととも

に、読書を通して自己を向上させ

る。 

・自分の生き方や社会との関わり方

を支える読書の意義と効用につ

いて理解する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

学校教育目標 

学校図書館の活用を通して、自ら学ぶ意欲と態度を育て、生涯学習の基礎を培う。 

学校図書館教育の目標 

・児童の読書意欲を盛んにし、豊かな心情と

幅広い知識を身に付ける。 

・学び方指導を充実し、図書館活用の望まし

い態度や技能を高める。 

・多様な資料から目的に応じた情報を選び、

課題解決を図り、情報活用能力を高める。 

ねらい 

・教育課程全体を通して、計画的な読書

活動と学校図書館の活用を推進する。 

・学校図書館を活用した教科等の学習の

充実と情報活用能力の育成を図る。 

・司書教諭と学校司書を中核とした学校

図書館教育の推進を図る。 

指導の重点 

各学年の重点目標 

【各教科】 

・図書館機能を活用し、課題解決学習、調べ学習、 

個別学習、グループ学習の場とする。 

【読書活動】 

・朝の「読書タイム」「読み聞かせタイム」等による 

読書の推進、習慣化に取り組む。 

【総合的な学習の時間】 

・情報を活用した課題の解決や探究に主体的に取り 

組む。 

【特別の教科 道徳】 

・図書資料を通して、様々な生き方や考え方に接す 

る中で、自分を深め、道徳的心情を培う。 

【家庭・地域との連携】 

・図書ボランティアや公立図書館との連携 ・ノーメディアデーにおける家族読書の日の推進 

具体的な取組（例） 
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４ 学校図書館運営計画（例）（○○学校） 

月 関係行事 
学校図書館部会 

学校図書館担当 
学校司書 学級担任 図書委員会 

公立図書館 

地域との連携 

4 

新年度会議 

子ども読書

の日 

・図書館全体計画の提案 

・オリエンテーション準備 

・消耗品・備品購入計画 

・貸出カード、読書記録カー 

ド等準備(学校司書と協力） 

・図書館利用の呼びかけ【常

時】 

・オリエンテーション準備 

・貸出カード、読書記録カード等準  

備（図書館担当と相談） 

・学級文庫準備 

・図書館整備【常時】 

・利用実績（来館人数、貸出冊数、授 

業利用回数）記録【毎月】 

・月の掲示・特別展示【随時】 

・授業での資料準備【随時】 

・オリエンテー

ション実施 

・図書館利用の

仕方指導 

・授業での活用

計画 

・組織づくり 

・年間計画 

・常時活動分担 

・貸出返却サポ 

ート【常時】 

 

・子ども読書の日 

・読み聞かせや図  

書館ボランティア

募集（教頭と相

談） 

・読み聞かせ、図

書ボランティアの

計画 

 

5 

  ・学校図書館担当者研修会

→研修したことを教職員へ伝  

達 

・購入図書希望調査、選書、   

起案（１） 

・読書イベントの企画立案 

・学校司書研修会 

・授業でのレファレンス【随時】 

・購入図書選書・リスト作成（１） 

・購入図書発注（１） 

・読書イベントの準備 

・読書推進【常 

時】 

・授業での図書  

館活用【随時】 

・放送等による 

読書推進活動 

【常時】 

・読書イベント 

準備 

・学校協力貸出【随 

時】 

・団体貸出【随時】 

 

6 
読書月間 

読書旬間 

・読書イベントの提案 

・読書イベント実施 

・購入図書選書の受入、装備（１） 

・特設コーナー準備 

・読書イベント

参加呼びかけ 

・読書イベント

の実施 

・お話会等の実施

【随時】 

7 

夏季休業前

貸出 

・夏季休業前図書貸出計画 

・備品点検、廃棄本選定 

・夏季休業前図書貸出 

・蔵書点検、廃棄本選定 

・夏季休業前図 

書貸出状況

把握 

・夏季休業中の 

読書推進 

 

・図書館の掲示や 

本の修理などの

サポート【随時】 

8 夏季休業   ・夏季休業終了時返却 ・本の返却確認     

9 

  ・前期終了時利用実績確認、 

報告 

・購入図書希望調査、選書・ 

起案（２） 

・前期利用実績集計、報告 

・購入図書選書・リスト作成（２） 

・購入図書発注（２） 

・前期終了時利 

用状況確認  

  

10  
・読書イベントの企画立案 ・購入図書選書の受入、装備（２） 

・特設コーナー準備（２） 

・読書イベントの準備 

 

・読書イベント 

の準備 

  

11 
読書月間 

読書旬間 

・読書イベントの提案 

・読書イベントの実施 

・読書イベントの実施 ・読書イベント 

参加呼びかけ 

・読書イベント 

の実施 

  

12 

冬季休業 ・冬季休業前図書貸出計画 ・冬季休業前図書貸出 ・冬季休業前図 

書貸出状況 

把握 

    

1 
  ・図書館運営反省、新年度計 

画 

・冬季休業終了時返却 ・冬季休業終了 

時返却確認 

    

2 
        ・委員会活動反 

省 

  

3 

  ・後期利用実績確認、報告 

・備品点検 

・次年度への引継ぎ 

・後期利用実績集計、報告 

・蔵書点検 

・次年度への引継ぎ 

・児童生徒の本 

の返却確認 

・委員会活動引 

継ぎ 

・公立図書館利用 

案内（3月に各校 

へ配布） 

※ 図書の購入は学校ごと回数が違うため、例では２回とし（１）（２）と表している。 
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５ 学校図書館活用年間計画（例）                  ※R２年度使用教科書参考 

【関】関連読書 【調】調べ学習 【読】読書活動 

 
 

４月 ５月 ６月 ７月 ９月 

第
１
学
年 

・がっこうだいすき
（生活） 

・としょかんへいこう
（オリエンテーショ 

ン） 

・おおきなかぶ（国 
語）【関】 

・としょかんとなかよ 
し（国語）【読】 

・うみのかくれんぼ
（国語）【関】 

第
２
学
年 

・としょかんたんけん
（オリエンテーシ 

ン） 
・ふきのとう（国語）
【関】 

・春をみつけよう（生 
活）【調】 

・いなばの白うさぎ
【関】 

・たんぽぽのちえ（国 
語）【関】 

・大きくなあれ 私の 
やさい（生活：野菜 

の育て方について調 
べる）【調】 

・お気に入りの本を紹 
介しよう（国語：ミ 

リーのすてきなぼう 
し）【読】 

・帰ってきたホタル

（道徳：ホタルの本） 

・どうぶつ園のじゅう 
い（国語）【関】 

・あいさつがきらいな 
王さま（道徳：あい 
さつ絵本） 

・虫の声（音楽）  
【調】 

第
３
学
年 

・図書館たんていだん 
(オリエンテーショ 
ン） 

・ヌチヌグスージ（道 
徳：「つながって 
る」） 

・自然の観察をしよう
（理科）【調】 
・ともだちや（道徳： 

友情の本） 

・国語辞典を使おう
（国語） 
・昆虫を育てよう（理 

科）【調】 

・仕事のくふう見つけ 
たよ（国語）【調】 

・初めて知ったことを 

知らせよう（国語）
【読】 

・ポスターを読もう
（国語：メディアの読 
み方） 

・ちいちゃんのかげお 
くり（国語）【関】 

第
４
学
年 

・図書館の達人になろ 

う（オリエンテーシ 
ョン：ほんの分類と 
書架） 

・白いぼうし（国語）
【関】 

・ごみはどこへ（社 

会） 

・一つの花（国語）

【関】 
・新聞を作ろう（国 
語）【調】 

・事実にもとづいて書 

かれた本を読もう
（国語）【読】 
・ちいきに伝わる音楽 

に親しもう（音楽： 
民謡）【調】 

・パンフレットを読も 

う（国語） 
・ごんぎつね（国語） 
【関】 

・自然災害にそなえる
（社会：防災）【調】 

第
５
学
年 

・図書館を使いこなそ 
う（オリエンテーシ 

ョン：分類・出典） 
・日本の国土と私たち 
の暮らし（社会） 

・自然条件と人々の暮 
らし（社会） 

・命の詩（道徳「電池 
が切れるまで」） 

・メダカの誕生（理 
科）【調】 

・みんなが過ごしやす 
い町へ（国語【調】 

・米作りの盛んな地域

（社会）【調】 

・作家で広げる私たち 
の読書(国語：カレ 

ーライス）【読】 
・水産業のさかんな地 
域（社会）【調】 

・オーケストラのひび 
きに親しもう（音 
楽：楽器）【関】 

・新聞を読もう（メデ 
ィアの読み方） 

・未来を作り出す工業 
生産（社会）【調】 

第
６
学
年 

・地域の図書館へ行こ 
う（オリエンテーシ 
ョン：シリーズ本や 

同作者の本の紹介） 
・憲法と私たちのくら 
し（社会） 

・自分を信じて（道 
徳：伝記） 

  ・わたしちにできるこ 
と（国語） 

・国づくりへの歩み・ 

大陸に学んだ国づく 
り（社会）【調】 

・オーケストラのひび 

きを味わおう（音 
楽）【関】 

・本と私（国語：森 
へ）【関】 

・武士の政治が始まる

（社会）【調】 
・室町文化と力をつけ 
る人々（社会）

【調】 

・利用案内を読もう
（メディアの読み方） 
・全国統一への動き

（社会）【調】 
・幕府の政治と人々の 
暮らし（社会）

【調】 

中
学
１
年 

・図書館オリエンテー 
ション（中学におけ 
る図書館の使い方） 

  ・情報の集め方を知ろ 
う（１年国語【調】 

・私が選んだこの一冊
（中１国語）【読】 

  

中
学
２
年 

    ・メディアと上手に付 
き合うために/著作 
権について知ろう

（国語） 

・２年１組のおすすめ 
三十五冊（国語）

【読】 

  

中
学
３
年 

      ・高瀬舟（国語）
【関】 
・未来の私におすすめ 

の本（国語）【読】 

・新聞の社説を比較し 
て読もう（国語）

【関】 

・図工、美術…絵やデザイン、彫刻などの造形活動の際の表現や鑑賞のための資料として図鑑や作品集などを適宜活用する。 

・中学音楽…伝統芸能に関する資料、作曲家や曲が生み出された国の風土や歴史、文化などについて調べる際、適宜活用する。 

・中学社会…学校の年間計画に合わせて歴史や地理の学習で適宜活用する。 
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１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

  ・自動車ずかんを 
つくろう（国 
語）【調】 

・むかしばなしを 
よもう（国語）

【読】 

  ・にほんのうたを 
たのしもう（音 
楽：わらべう 

た）【関】 

・どうぶつの赤ち 
ゃん（国語）

【関】 

  

・お手紙（国語）
【関】 

・よかったよ（道 
徳：友情の絵 

本） 
・生まれるという 
こと（道徳： 

「赤ちゃんの生 
まれた日」） 

・わたしはおねえ 
さん（国語）

【関】 
・かさじぞう（道 
徳：「ほしにむ 

すばれて」） 

・おにごっこ本で 
の調べ方（国 

語）【調】 

・スーホの白い馬
（国語）【関】 

・雨ふり（道徳：
「あの子」） 

  

  ・すがたをかえる 

大豆 
・科学読み物での 
調べ方（国語）

【調】 
・ことわざ・故事 
成語（国語）

【関】 

・三年とうげ（国 

語）【関】 
・ちいきに伝わる 
音楽でつながろ 

う（音楽：祭り 
囃子）【調】 

・ありの行列（国 

語）【関】 
・かわる道具と暮 
らし（社会）

【調】 
 

・市のうつりかわ 

り（社会）
【調】 

・モチモチの木

（国語）【関】 

・百科事典での調 
べ方（国語） 

・伝統工芸のよさ 
を伝えよう（国 
語）【調】 

・いのちをつなぐ 
岬（道徳：自然 

愛護の本） 
・なしの美（道 
徳：ファーブル 

昆虫記） 

・プラタナスの木
（国語）【関】 

・自分だけの詩集 
をつくろう（国 

語）【関】 

・もしものときに 
備えよう（国 

語）【調】 
・昔のよさを未来 
に伝えるまちづ 

くり（社会）
【調】 

  

・統計資料の読み 
方（国語）

【調】 

・古典芸能の世界
（国語）【関】 

・やなせたかし
（国語）【関】 
・あなたはどう考 

える（国語）
【調】 
・未来とつながる 

情報（社会）
【調】 

・想像力のスイッ 
チを入れよう

（国語）【関】 

・国土の自然と共 
に生きる（社 
会）【調】 

・この本おすすめ 
します（国語）

【関】 

・提案しよう、言 
葉とわたしたち

（国語）【調】 

・森林と共に生き 
る（社会） 

・大造じいさんと 
ガン（国語）

【関】 

・環境と共に生き 
る（社会）

【調】 

・やまなし（国 

語）【関】 
・今度はぼくの家
（道徳：「魔女の 

宅急便」） 

・鳥獣戯画を読む/ 

調べた情報の用 
い方（国語）

【関】【調】 

・平和で豊かなく 
らしを目指して

（社会：東京オリ 

ンピック）
【調】 

  ・メディアと人間 

社会（国語）
【関】 
・日本とつながり 

の深い国々（社 
会）【調】 

・日本や世界の音 

楽に親しもう
（音楽：雅楽） 

  ・海の命（国語）

【関】 

  ・職業について調 
べる（総合）

【調】 

・読書に親しむ
（ノンフィクショ 

ン：国語）
【関】 

  ・花に寄せて（道 
徳：星野富弘） 

・資料の活用（数 
学） 

  ・修学旅行につい 
て調べる（総 
合）【調】 

・読書に親しむ
（ノンフィクショ 
ン：国語）

【関】 

      

・古典を心の中に

（国語）【関】 

  ・読書に親しむ

（ノンフィクショ 
ン：国語）

【関】 

    ・標本調査（数 

学） 
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実務編 

Ⅰ資料整備 
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学校図書館は図書資料を提供するだけでなく、「読書センター」「学習センター」「情報センター」と

して、幅広い資料とメディアの収集と活用を求められています。児童生徒と教職員のために、様々な

資料をそろえるように心がけましょう。 

 

（１）印刷資料 

ア 図書（単行本、シリーズもの、全集、絵本、辞典等） 

イ 逐次刊行物（新聞、雑誌、年報等） 

ウ その他の印刷資料（パンフレット、リーフレット、カタログ、地図等） 

 

（２）視聴覚資料 

ア オーディオソフト（レコード、ＣＤ等） 

イ ビデオソフト（ＤＶＤ、ブルーレイ、映画フィルム等） 

 

（３）電子メディア 

コンピュータによって利用可能となるデータ、プログラム等（ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯ

Ｍ等） 

 

（４）読むことに困難がある児童生徒のための資料 

ア 点字図書 

視覚障がいがある人のために点字で記された図書 

イ 音訳図書（録音図書、ＤＡＩＳＹ図書、マルチメディアＤＡＩＳＹ図書等） 

視覚障がいがある人のために製作された録音物 

「ＤＡＩＳＹ図書」はカセットテープに代わる録音図書の国際標準規格として、約 50ヶ国の

会員団体で構成するデイジーコンソーシアムにより開発・維持が行われている情報システム。

目次から、読みたい任意のページに飛ぶことができます。 

「マルチメディアＤＡＩＳＹ図書」は音声にテキスト、画像がシンクロしています。 

ウ 大活字本 

弱視者にも読みやすいよう、文字の大きさや行間を調整し大きな活字で組み直した図書 

エ さわる絵本・布絵本 

視覚障がいがある人が触覚で鑑賞できるように、絵本を原本にして布や皮革など様々な素材

を組み合わせ半立体的に作成された図書 

オ ＬＬブック 

知的障がいがある人や母語が違う人など、読むことが苦手な人のために工夫して作られた図

書 

  

１ 資料の種類と特性 
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学校図書館の利活用を進めるためには、蔵書の内容が常に新鮮であることが望まれます。児童生徒

の発達段階や、教育活動に沿い、児童生徒が正しい情報、新しい知識に触れることができるように、

図書資料を選定しましょう。※添付資料「静岡市学校図書館選定基準」参照 

（１）蔵書の標準配分比率 

 

０ 

総記 

 

１ 

哲学 

 

２ 

歴史 

 

３ 

社会 

科学 

４ 

自然 

科学 

５ 

技術 

 

６ 

産業 

 

７ 

芸術 

 

８ 

言語 

 

９ 

文学 

 

合計 

小学校 ９ ２ 18 ９ 12 ６ ５ ９ ７ 23 100％ 

中学校 ７ ５ 18 10 ８ ６ ５ 10 ８ 23 100％ 

自館の

冊数 
           

自館の

割合 
           

「蔵書の標準配分比率」（2019年 10月 静岡市学校図書館ガイドライン会議にて制定） 

標準配分比率は、各学校の教育課程や学校方針、地域の実情などを考慮して使用します。 

絵本や漫画はテーマごとに分類して冊数を集計します。創作ものは【９類】に分類します。 

 

（２）選定時の注意 

・資料の選定は単独ではなく、複数の職員で行います。 

・読書の楽しみに出会うための本と学習に役立つ本のバランスをとるようにします。 

・読み物や絵本については、長く読み継がれてきた本と児童生徒の興味関心に添った本とのバラ

ンスをとるようにします。 

・市立図書館から協力貸出・団体貸出した本などで、実際に使って役立った本、次年度以降も継

続使用が見込まれる本については、随時購入していきましょう。 

・安易にシリーズ本を購入しないようにしましょう。 

・同じ本を複数冊購入することは、できるだけ避けましょう。 

・図鑑を複数冊揃える場合は、複数の出版社のものを購入しましょう。 

・課題図書は、１セット程度にとどめましょう。 

 

（３）選書ツールの活用 

選書を進めるための様々なツールを利用しましょう。公立図書館と情報交換することで、幅広

い選書を行うことができます。 

ア カタログ 

出版社や流通業者が発行している選書ツールです。年度当初や学期の初めに送付されること

が多いです。 

選書しやすいように対象学年や分野毎に内容や表紙が掲載されています。 

２ 資料の選定 
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イ 選書書誌 

学校図書館向けの目録 

ウ ブックフェア・展示会 

取次や流通会社が定期的に開催する図書資料の見本市。現物を手に取って選ぶことができま

す。  

エ 見計らい 

年度当初や学期の初め等に、書店が図書資料を用意して、見本を学校に持ってくること。校

内の全教職員が現物を手に取って授業やその他の活動で使いたい資料を選ぶことができます。  

オ その他 

子ども図書館（国際子ども図書館など）や子どもの本に関する団体が出版している資料から

最新の情報を得ることができます。また、９類の本は、市立図書館が発行している「このほん

ば～った！」を参考にしたり、調べ学習に必要な本は「ブック通リスト」を参考にしたりする

と、発達段階や授業に応じた本を選ぶことができます。 

ネット上には子ども向けの本の紹介をしているサイトが数多くありますが、比較検討するこ

とが必要です。 

公立図書館などで現物を確認する方法もあります。 

 

（４）選定基準をつくる 

学校図書館は、読書・学習・情報センターとしての役割を担います。そのため蔵書構成は文学

や漫画などに偏らない、バランスのとれたものであることが求められます。 

静岡市の選定基準（添付資料：「静岡市学校図書館選定基準」 参照）をもとに、学校のカリキ

ュラムに適したものを作成し（できれば明文化することが望ましい）、教職員の間で共有しましょ

う。 

 

（５）学校図書館の蔵書としないもの 

   以下の資料は、学校図書館では原則蔵書として扱いません。(寄贈等があった場合も含む) 

・特定宗教の立場から行う布教宣伝および一方的批判を内容としたもの 

・特定政党の立場から行う宣伝、および一方的批判を内容としたもの（政治結社についてもこ

れに準じる。） 

・書き込みや切り抜きなど個人で使用することを目的としたもの 

 

 

 

 

 



- 14 - 

 

注意！西洋の人名の場合、著者名は表示どおり入力し、著者名のカナは姓→名の順にします。 

例：コナン・ドイルの場合、著者名…コナン・ドイル 著者名カナ…ドイル，コナン 

図書記号…ト 

 

 

 購入・寄贈などで新しい資料が届いたら、図書館の蔵書として利用できるように準備します。 

準備の流れは下記のとおりです。 

検収→受け入れ作業→装備→配架 

（１）検収 

検収とは、図書館に届いた資料をチェックすることです。購入の場合は発注書・納品書と照ら

し合わせてきちんと資料が納品されているか確認します。本に傷みや乱丁・落丁がないかもチェ

ックします。 

 

（２）受け入れ作業 

受入作業とは、資料を学校の蔵書として登録するための手続きのことをいいます。図書システ

ムを使用している場合、システムのマニュアルに従って必要事項を入力します。必ず入力する項

目は「蔵書管理番号」「書名」「書名カナ」「著者名」「著者名カナ」「分類記号」「図書記号」「出版

社」「受け入れ年月日」です。 

 

 

 

 

パソコン上に台帳を作っている場合は、その書式に従います。 

 

図書システムに「スクールプロ」を使用している場合の推奨登録番号 

利用者番号：７桁 入学年度・職員は９９（２桁）連番（５桁） 

例：１９００００１～９９９９９９９ 

蔵書の登録番号：９～１０桁 学校番号（２～３桁）連番（６桁） 

例：２６００００００１～９９９９９９９９９９ 

現在、蔵書の管理番号と、利用者番号が重複している場合は、スキャンミスが起こ

りやすいため、利用者番号を新入生ごとに、少しずつ変更していくなどの対応をとる

ことが望ましいです。  

 

（３）装備 

装備とは、資料に以下のような処理を施すことをいいます。 

ア 分類記号・図書記号をつける 

資料を探しやすくするために、書かれている内容の種類で仲間分けします。仲間分けの方法

は「日本十進分類法」に従います。 

 

 

 

３ 資料の整理と配架 
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注意！コナン・ドイルの場合 

姓はドイル→ド→トとなります。 

日本十進分類法とは 

国内の図書館で広く使われている図書の分類法です。０から９までの数字を使って、まず

十種類に仲間分けし、それぞれをさらに細かく十種類に分けていくことを繰り返します。 

下の表を参照。（日本十進分類法．日本図書館協会分類委員会） 

 

 

 

 

 

※上記の図の網掛け部分は、昆虫図鑑の分類記号の例。 

 

学校図書館では３ケタまでの分類で十分な場合が多いです。ひとつのジャンルの冊数が多

いときは細分類することも可能です。 

一般的な分類法ではありませんが、自館の事情や特性に応じた番号を付与することも可能

です。（例：ことわざ→通常３８８に分類しますが、小学校では探しやすさを重視して８類に

まとめることがあります。） 

この場合、必ず引継ぎ書などに明記し、サイン（サービス編４の（４）参照）も表示しま

す。 

 

図書記号とは 

分類記号とともにラベルに記入して、本を探しやすくするための記号です。 

一般的に著者名の姓の五十音の最初の文字を使うことが多いです。 

濁点はつけません。 

 

  

絵本は９類か、Ｅの記号で分類します。図書記号は以下のいずれかに統一します。 

・文を書いた人の五十音順 

・作画者の五十音順 

・題名(シリーズ名) 

 

  

 

 

第１次区分（類） 

0 総記 

1 哲学 

2 歴史 

3 社会科学 

4 自然科学 

5 技術 

6 産業 

7 芸術 

8 言語 

9 文学 

 

第２次区分（綱） 

40 自然科学 

41 数学 

42 物理学 

43 化学 

44 天文学 

45 地球科学 

46 生物科学 

47 植物学 

48 動物学 

49 医学 

 

第３次区分（目） 

480 動物学 

481 一般動物学 

482 動物地理 

483 無脊椎動物 

484 軟体動物 

485 節足動物 

486 昆虫類 

487 脊椎動物 

488 鳥類 

489 哺乳類 
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コナン・ドイルのラベル記入例 

イ ラベルをつける  

ラベルに分類記号、図書記号を記入し、本の背表紙の下部分に貼ります。 

並べたときに統一されるように下から１～1.5ｃｍの範囲で基準を設けることが望ましいで

す。(背表紙の題名・著者名などは隠れてもかまいません。) 

ラベルは２段もしくは３段で統一します。 

以前のものが統一されていない場合は気づいた時点から統一します。 

  

 

  

 

 

ウ バーコードシールを貼る  

図書システムを利用している場合は、蔵書管理番号のバーコードラベルを資料に貼ります。

貼る位置は各校異なるので、昨年度までの資料を参考にします。 

貸出手続きや蔵書点検の利便性向上のため、数冊確認して位置が定まっていなければ、気付

いた時点からは位置を統一します。 

位置を決めるときは、表裏に関わらず左右どちらかの表紙に統一し、さらに背表紙に近い位

置の上部か下部に統一すると蔵書点検の際に読み取りやすいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

※統一したら、必ず文章で記録を残し、次の担当に引継ぎましょう！ 

※添付資料「引継ぎ書」参照） 

 

３３ 
ト 

９３３

ト 

 

○
○

○
小

学
校

 

 

1
9
0
0
5
6
3
4
 

左右どちらかに統一 

上
下
ど
ち
ら
か
に
統
一 
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禁帯出シールを貼る 

 

別置資料について 

部分的な保護シール 

 

全体のフィルムコーティング 

エ 禁帯出・別置などのシールを貼る 

 

貸出禁止にするものに貼ります。 

貸出を禁止するものの例は以下の通りです。 

・高価な資料や寄贈された私家版など、紛失した場合に入手困難な資料 

・館内に常備しておきたい百科事典など 

・著作権上貸出ができないＤＶＤ資料など 

図書システムを使用しているときは、貸出不可の処理をするか、貸出処理はせず授業時な

ど一時的な持ち出しのときには貸出処理ができるようにするか資料によって対応します。 

 

「国語の教科書掲載図書」など恒常的に別置きするコーナーを設けている場合は、カラー

の丸シール・パソコンやテプラで印刷した表示シールを貼っておくと子どもたちが元の位置

に本を戻せます。（別置・特設コーナーについては次の“配架“も参照。） 

 

オ 保護フィルムをかける 

資料の保護と扱い易さの向上が目的です。フィルムをかける前に外箱や本体に挟まってい

るハガキなどを外します。（外した帯などはイベントの景品や掲示などに活用できます。）      

 

児童生徒数が多く、資料が手に取られる頻度が高い場合、全体にフィルムコートをするこ

とが望ましいです。（フィルムの貼り方は図書館用品カタログや市販の図書などを参考にしま

しょう。） 

 

全体にフィルムをかけるのは予算・作業等の面で負担が大きいので、児童生徒数が少ない

場合や利用頻度が低いことが見込まれる資料などの場合はカバーの折り返し部分をテープで

留め、⑴～⑷のラベルやシール部分にのみ透明なカバーシールを貼ります。 

 

カ 蔵書印などを押す 

自校の蔵書であることを示す印章類を最低 1カ所(本の上部など)に押します。盗難・転売・

置き忘れ防止などに効果があります。 

パソコン管理以前は蔵書管理番号や受け入れ日を記入するスタンプを押していましたが、

作業の効率化のため省略できます。 
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小学校：国語の教科書に掲載されている本 

中学校：職業体験・修学旅行の本など 

  

（４）配架 

   資料は、分類番号ごとにまとめて書架に並べます。 

ア レイアウト 

館内の資料は、左から右へ、番号の若いものから並べ、自然に番号を追えるように     

配置することが望ましいです。 

イ 書架内の配列 

左から順に並べます。区切りの板のところで下段へ移動し、一番下まで並べたら次の段の上

へ続きます。（余裕があれば、番号の区切りで次の段を使います。） 

また、取り出すときに本が傷むので、資料は詰め込み過ぎないようにします。 

   

  

   

   

   

 

ウ 別置・特設コーナー 

授業での利用や学校独自の取組みなどに対応するために特定の種類の資料を別置きする場合

があります。 

恒常的に別置する場合 

郷土資料や毎年必ず利用する資料で冊数の多いものは、ラベルに別置記号を入れ、サイン

をつけて配架します。 

  

 

図書システム使用の場合は別置記号も入力しておくと検索したときに探しやすくなります。 

別置している資料については、必ず記録を残して次の人に引継ぎます。 

 

一時的につくる特設コーナー 

  

 

 

 

 

 

段 ① 

② 

③ 

④ 

⑤ 
…

…
 

…
…

 

各学年の授業内容に合わせたコーナー 

 

テーマ展示 

季節や時事ニュース関連のコーナーなどを 

展示します。来館者の目にとまりやすい場所

を設定し、定期的に内容を変えます。 

テーマについてのサインやポップを添えます。 

 

学年廊下や教室などに持っていく場合

もあります。 

資料一覧を作っておくと紛失も防げ、

次年度にも役立てることができます。 
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（５）分類・レイアウトとサイン 

その場所に何があるのかがひと目でわかるように、各書架や特設コーナーにはサインをつけます。 

書架のサインは十進分類法に則り、分類番号と図書の内容を示す語句で構成します。小学校では

わかりやすい表現を工夫し、適宜ふりがなをつけます。 

書架の上部に載せる、側面に貼る、資料の間に差し込むなど、図書が探しやすくなる大きさ、場

所をえらびます。 

※サインについての詳細例はサービス編４の（４）閲覧支援を参照 
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学校図書館の継続的な利活用を促すためには、蔵書が常に新鮮であること望まれます。書架スペ

ースも限られていますので、「静岡市学校図書館廃棄基準」に従って、適切に廃棄（除籍）を進めま

しょう。 

標準冊数を考えましょう。資料の廃棄の際には、自校の標準冊数(文部科学省の算定表参照)を考

慮します。※添付資料「静岡市学校図書館廃棄（除籍）基準」参照 

 

＜廃棄の手順＞ 

廃棄図書選定 → 校長決裁 → 一覧作成 → 台帳より削除 → 

廃棄資料をまとめる → 廃棄 

 

実際の処分については、「学校各種ゴミ処分方法一覧表」に従い学校事務と相談の上、適切に処理

してください。 

図

書 

児童用図書、 

指導書 

清掃工場 随時 

清掃工場へ持ち込む前に

教育施設課へ連絡し、了承

を得た後、持ち込む。 

持ち込み終了後、「計量票、

処理方法書」を教育施設課

へ送付すること。 

古紙回収 随時 

古紙回収業者へ回収を依

頼する。 

無料で引き取ってもらえ

る業者に依頼すること。

PTAの古紙回収事業を利用

することも可能。 

※回収時に立ち会うこと 

「平成 31年度 学校 各種ごみ処分方法一覧表」教育施設課「事務処理の手引き」P64参照 

 

 

 

 

  

４ 資料の廃棄と更新 
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（１）自校資料の作成 

地域や自治体が作成したパンフレットやリーフレット、広報誌、ＰＲ誌、切り抜き資料は、時

期を逃すと手に入りにくいものが多いので、普段から積極的に収集・整理しましょう。児童生徒・

教職員が利用しやすくするために、テーマごとにファイル等にまとめた「情報ファイル」を作成

し、継続的に収集します。 

 

（２）学校協力貸出 

総合学習や調べ学習で必要な図書を、静岡市立図書館から借りることができます。学校が依頼

した分野の図書を、市立図書館の職員が選書し貸し出します。学校図書館で準備することが難し

い資料の貸出しが可能なので、積極的に活用しましょう。  

 

 

 

 

 

 

 

（３）団体貸出 

絵本、読み物（９分類の図書）、紙芝居について、生徒児童・教職員の人数×５冊（最大 300冊）

を限度に、静岡市立図書館から借りることができます。学校図書館の読み物や絵本が不足してい

る場合等には有効に利用しましょう。 

 

 

 

 

  

 

（４）学校間相互貸借 

「相互貸借」とは他の図書館との間で資料の貸借を行うことで、必要な資料を所蔵していなか

った場合に他の学校図書館から借り受けることができます。 

小中一貫グループ校の間では、お互いの学校名の貸出カードを作成して実施します。それ以外

の学校間の場合は、借り受ける学校の学校司書が申請書を作成し、校長の許可を得たうえで、申

請書に対象の図書リストを添えて貸出校へ依頼します。 

限られた予算の中で限られた資料を最大限に活用するため、近隣の学校とは日頃から連携し情

報交換する機会をもつとよいでしょう。 

 

 

５ 授業で必要な資料の準備 

申込期限  受取希望日の７日前まで 

 貸出期間  ２週間以内（２週間の延長可能） 

   貸出冊数  20冊×５分野（最大 100冊）まで 

   対象図書  市立図書館のすべての資料 

 申し込み  市立図書館指定の用紙に必要事項を記入し、 

各学校の担当図書館へＦＡＸ 

   ※詳細は静岡市立図書館へ 

 

貸出期間  ３ヵ月以内 

貸出冊数  生徒児童・教職員の人数×５冊（最大 300冊） 

対象図書  絵本・読み物（９分類の図書）、紙芝居 

※詳細は静岡市立図書館へ 
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実務編 

Ⅱサービス 
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（１）図書館オリエンテーション 

学校図書館オリエンテーションは、学校図書館の仕組みや使い方を理解することを目的として

行います。 

新年度が始まる４月、５月に、行うことが望ましいです。 

オリエンテーションの内容は、司書教諭や各学年の先生と相談しながら決めましょう。 

授業１時間を使ってクラス毎に行うのが望ましいですが、学校の実情や前年度までの状況を考

慮した上で司書教諭と実施時間を決めましょう。 

※添付資料「図書館オリエンテーション（例）」参照 

 

 

 

各学年オリエンテーション計画例 

小学校 

全学年 

 

学校図書館利用案内（開館時間、貸出冊数、貸出期間、貸出返却方法、

レファレンス、予約、リクエスト等） 

図書館を利用するときのルール（図書館の中は静かに、期限を守る、元の

場所に返す、本を大切に、本の取り出し方など） 

教科書に出てくる本、おすすめの本などの紹介 

１年生 

学校図書館って何？ 

絵本コーナーの場所と並び方の確認 

読み聞かせ 

絵本を１冊借りる（借り方、返し方の練習） 

２年生 
分類って何？①（分類とは何かを理解する。図書館の本も分類され、配

架されていることを理解する） 

３年生 

目次と索引（図鑑の使い方） 

百科事典の使い方 

簡単な出典の書き方（著者、本の題名、ページ数） 

４年生 
分類って何？②（日本十進分類法、分類ラベルのしくみについて） 

５年生 
著作権と引用について 

出典の書き方（奥付を知り、出典を書く、インターネットの場合） 

６年生 
今までの復習や学習できなかったこと 

ポイント：クイズ形式や参加型、イラスト、POPなどを使って児童生徒が飽きないように

既刊の紙芝居などを利用します。 

中学校 

１年生 学校図書館利用案内 

２.３年生 
調べ学習支援（レポートの書き方、インターネットを含む著作権、引

用等） 

 

 

 
国語の教科書で学校図書館に関連する

単元は必ず確認します。 

１ 図書館オリエンテーション 
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学校図書館が一番に掲げる業務は資料提供であり、それにつながる貸出業務は、最も重要な仕事で

す。 

児童生徒の貸出・返却手続きを迅速に行うことを大切にし、利便性を図るための工夫や配慮をしま

しょう。 

たとえば、配架地図や書架の見出し（サイン）の整備、季節や学習に応じた掲示、模型や実物を使

った展示コーナー、児童生徒による学習の成果物などを設置してみましょう。 

 

（１）貸出条件の設定 

   貸出期間・・・１週間、２週間など学校の現状に合わせて設定します。 

 貸出冊数・・・図書館の規模によって異なりますが、１～５冊程度 

          長期休業中やイベント中などには増やすことも可能です。 

   ※上記のいずれも利用者に分かりやすいよう、カウンターの前などに大きく表示します。 

  その他 ・・・校内一日貸出や学年貸出・特別貸出など一時的に資料を館外持ち出しする場

合もありますが、その所在は常に明らかにしておく必要があります。また、

頒布資料や著作権のあるものはその旨を掲げて貸し出します。 

 

（２）貸出・返却方法 

    手続きは利用者がわかりやすい簡単な方法が望ましいです。 

    ただし、誰が何を借りているかは個人のプライバシーに関することなので、第三者には知ら

れないように十分配慮します。情報を扱う委員会の児童生徒にも周知させることも必要です。 

ア ブックカードのみを使用する方法 

本に装備されたブックカードに学年・クラス・出席番号氏名（登録番号）返却日を記入し、

返却日順またはクラス別に並べます。 

イ 個人カードのみを使用する方法 

個人カードに借りた本の題名と返却日を記入し、返却日順またはクラス別に並べます。 

ウ ブックカード＋袋状の貸出券を利用する方法〔ブラウン方式〕 

登録番号・書名などを記入したブックカードをそれぞれの本に貼り付けられたブックポケッ

トの中に入れておきます。袋状の貸出券（利用者のクラス・氏名記載）に返却日を記入したブ

ックカードをいれて、返却日順またはクラス別に並べます。                                                      

エ 図書館システムを使う方法 

あらかじめ図書館システムに蔵書の所蔵情報と個人カード情報を登録しておき、貸出時に双

方の情報を読み込み貸出します。 

※必要に応じて、ブックトラックやブックポストを活用できます。 

  

２ 貸出・返却 
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（３）予約・リクエスト 

利用者の借りたい本が貸出中の場合、予約申し込みを受けて優先的に資料を確保し貸出するこ

とを「予約」といいます。 

予約本の取り置き期限、冊数はあらかじめ決めておきましょう。 

児童生徒や教職員からの図書館に所蔵してほしい本の希望を受けることを「リクエスト」とい

います。 

購入は図書館の選定基準に照らし合わせ、本の収集度合いや予算などによって購入が可能か検

討します。 

 

（４）延滞図書の対応 

プライバシーには最大限配慮し、督促状に載せる書名等も本人以外の目に触れないようにする

ことが望ましいです。 
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（１）レファレンス・サービス（資料相談） 

情報をもとめている利用者の問題を解決するため、図書館担当者が効率的に情報源を提供、提

示して支援をすることです。児童生徒との対話の中でその内容を明確にし、適切な資料案内をし

ます。 

ア 児童生徒へのレファレンス・サービス 

資料提供により必要な情報を提示するほか、図書館資料の有効な利用方法を自発的に習得する

よう仕向けます。 

イ 教職員へのレファレンス・サービス 

大筋は、児童生徒へのレファレンスと同じです。授業関連の資料などは、必要に応じて文献リ

ストを作成しておくとよいでしょう。また、授業で児童生徒が利用する場合は事前に教職員と打

ち合わせをしておきます。 

 

（２）レファレンス・ツール 

個々のレファレンス質問に回答するために使われる情報源や資料のことです。 

主なレファレンス・ツールは次のとおりです。 

 ア レファレンス・ブック 

辞書、百科事典、年鑑、統計、便覧、地図、年表など（参考図書） 

イ ブック通リスト 

静岡市立図書館作成の「パスファインダー」（調べ方案内）です。 

テーマごとに市立図書館所蔵の資料や、利用できるホームページなどが紹介されているほか、

調べるときに役立つキーワードなども例示されています。静岡ならではの項目が多く調べ学習

に役立ちます。市内の全小中学校へ送付されているほか、各市立図書館にもあります。市立図

書館のホームページからダウンロード可能です。 

 ウ コンピュータ 

インターネットや学校司書間情報共有ソフトの『コラボノート』や『国際児童生徒図書館』

のあらすじ検索機能などが活用できます。 

 エ 自館資料 

特定のテーマについてのパンフレットや小冊子、雑誌や新聞の切抜きなど独自で整理、収集

したものです。 

 

（３）レファレンスの禁止事項 

医療、法律、人生相談に関する質問など答えが正しく導き出せないもの、解答に信憑性のない

ものなど、直接回答を提供できないものもあります。 

学校図書館では宿題には直接答えを示さず、資料を探す手助けに留めておくとよいでしょう。 

  

３ レファレンス 
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（１）図書館だより 

児童生徒、教職員、保護者に学校図書館の様子や情報を伝え、図書館に興味をもってもらうこ

とが目的です。 

学校図書館で行っているイベントや特集展示、新着図書の案内、年度初めの利用案内、季節休

み前の貸出などについて掲載します。 

発行は毎月でなくても、無理のない頻度で作成します。 

配布はせずに、館内掲示のみの学校や、図書委員が作成、または図書委員と司書が協力して作

成する学校もあります。 

児童生徒に配布する場合や校内に掲示する場合は必ず決裁を取る必要があります。 

小学校の場合、ふりがなをつけるとよいでしょう。 

 

ア 児童生徒配布用（例） 

 

小学校  

 

 

  

４ 閲覧支援・特設コーナー 
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中学校  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 職員配布用（例） 

 

 

 

  

  

 

年度初めには、教職員の貸出

可能冊数・期限、市立図書館

団体・協力貸出の利用方法、

ブックツーリスト等につい

てお知らせします。 

 

 

図書館の利用状況、図書館での

児童生徒の様子、授業活用の記

録、授業で使えそうな本の紹介

などを掲載します。 

〇〇 
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（２）展示 

展示は児童生徒が普段気付きにくい本に興味を持たせ、読書の幅を広げるのが目的です。 

凝ったものを長期間展示するより、簡単でも鮮度のよい展示を心がけましょう。児童生徒の興

味関心に沿ったテーマを意識し、新しい情報を発信します。また、学習内容に関連した展示を行

うと授業で活用されやすくなります。 

 

ア テーマ展示 

 

 

  

 

本の後ろに表紙のコピーを貼

っておくと、借りられたときに

も何の本が置いてあったのか

が分かります。 
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イ 季節展示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 国語の教科書に関連する本の展示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 新着図書の展示 

 

  
 

次の新しい本が入った場合や、

一定期間経過した本は通常の本

と一緒に配架します。 

 

新着図書でも調べ学習での利用が多いと考えら

れる本は各分類の書架へ配架したほうが利用し

やすいです。 

 

 季節を感じる展示は日本の伝統的な風習

などの理解を深める機会になります。 

 

 
各学年の国語の授業に合わせて、 

各単元で紹介されている本を展示。 

（「年間指導計画」で確認） 
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（３）装飾 

装飾は児童生徒に居心地のよい空間を提供し、図書館利用につなげるのが目的です。 

厚紙や、裏打ち、ラミネートなどを施して次年度にも使えるよう、分類して保管します。 

古くなったり、破れたりしたものはすぐに取り換えるようにしましょう。 
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（４）サイン 

サインは児童生徒がどの書架にどの分類の図書が配架されているのかを理解し、必要な図書を

自分で探せるようにすることが目的です。 

わかりやすい言葉を使用し、絵図などを使って作成します。 

サインの文字は、遠くから見ても読みやすい字体、大きさ、色を選びます。 

児童生徒の目に留まりやすい場所に表示します。 

書架の配列が変わったら、すぐに作り直します。その際、教職員や児童生徒にどのような変更

をしたのかきちんと伝えるようにしましょう。 

 ア 書架のサイン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 差し込みサイン 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
本の間に差し込む場合は、両面で作成す

るとよいでしょう。 
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ウ 別置資料（郷土資料、戦争の本、教科書掲載図書 など） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ その他のサイン 

・開館時間、貸出期間、貸出冊数などの図書館利用案内 

・図書館のきまり 

・分類一覧 

・イベントの案内 
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（５）環境整備 

図書館は常に清潔に保ちます。（児童生徒が清掃する場合は一緒に、しない場合は定期的に清掃

します。） 

書架をきちんと整理し、児童生徒が利用しやすいように整えます。 

ア 書架 

背表紙が焼けてしまっている本は、ペンやテプラで本の題名がわかるように直します。 

本が奥に押し込まれている場合は、段ボールや牛乳パックなどを奥に入れて、手前に出しま

す。 

書架は児童生徒が本を取り出しやすいように、書架の８割程度の本を納めることが望ましい

です。 

イ 館内レイアウト 

児童生徒にとって使いにくい館内レイアウトであると感じた場合、司書教諭等と相談し改善

していきます。 

けがや事故などが予測される危険な個所を発見した場合は、すぐに司書教諭や教頭先生等に

相談し改善します。 

地震の発生に備え、書架の固定の確認、危険な個所、館内で児童生徒が身を守れる場所や方

法などを確認しておきます。 

 

 

＜図書館だより・写真資料提供：静岡市立小・中学校 学校図書館＞ 
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成長途中の児童生徒たちには、視野を広げるためにできるだけたくさんの本に触れる機会を提供す

る必要があります。そのためには「本を読みなさい」と伝えるだけではなく、読み聞かせやブックト

ーク等様々な手法で本を紹介し、できるだけ興味を持たせるようにしましょう。 

 

（１）読み聞かせ 

読み手が聞き手に本を読んで聞かせる手法で、主に乳幼児期から小学校年齢の児童に行われま

す。年齢が上がっても読書への興味をもたせるのに有効であるため、ボランティアと協力しなが

ら積極的に実施しましょう。 

絵本の場合は絵がよく見えるように持ち、あまりオーバーにならないよう自然に読みます。長

い物語の場合は、何回かに分けて１章ずつ読み進めるのもよいでしょう。 

 

（２）ブックトーク 

あるテーマについて何冊かの本を関連付けながら紹介し、聞き手に紹介した本に興味を持たせ

る手法です。 

目的は本の内容を教えることではなく、聞き手にその本を読んでみたいと思わせることにある

ので、単に読み聞かせや朗読を行うのではなく、どの部分をどのように紹介するのか、事前にシ

ナリオを考えておきます。 

学校司書、学級担任によるブックトークの他、児童生徒によるブックトークも読書の幅が広が

るだけでなく、表現力等が培われるので効果的です。 

 

（３）ストーリーテリング 

話を覚えて、何も見ずに語って聞かせる手法です。 

暗記と練習が必要なため準備に時間が必要ですが、読み聞かせと違い、聞き手の顔を見て反応

を確かめながら進めることができるため、相手によって語り口を変えることもできます。 

 

 

 

 

 

 

  

  

５ 読み聞かせ・ブックトーク・ストーリーテリング 
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著作物には著作権法で守られている「著作権」があります、図書館活動の中で画像やイラストなど

の著作物を利用する場合、確認が必要です。 

 

（１）図書館だより 

本の表紙画像を掲載することは、原則として許諾を得る必要もありますが、｢本の貸出しを周知

する｣目的なら可能です。『児童書出版者・著作者懇談会』は、表紙画像の図書館だより等への転

載は「商品を明示しているものとみなされ慣行上無許諾で使用できる」として許諾不要の利用を

認めています。ただし、画像の作成方法や大きさについて条件があります。ウェブサイトへのア

ップも許諾不要となっている場合がありますが、出版社によっては許諾が必要となる場合がある

ため注意が必要です。 

・既存のイラストを利用する場合…掲載が可能なものかどうかを確認すること 

・インターネットで公開されているイラストを図書館だよりに使う場合…公開しているイラスト

が一部有料だったり、イラストを使用した図書館だよりをインターネットに掲載すると使用料

が発生したりする場合もある為、イラストを公開しているホームページの利用案内の確認する

こと 

 

（２）掲示物等 

学校で購入した絵本などの表紙でしおりやバッグなどを作成することは可能です。 

図書委員会でしおりを作成する等の活動は、授業の過程としては考えにくいため、アニメのキ

ャラクターやロゴマーク等を模写して作成するという場合は許諾が必要になる場合があります。

また、本の紹介カードやポップを作成する際、本の表紙画像を使用したり、表紙を模写したりす

ることは、上記と同様許諾なしで使用することができますが、本文内のイラスト等は許諾が必要

になります。児童生徒が作成する場合は、できる限り自分で想像して絵を描くようにしましょう。 

判断に迷う事例は下記に問い合わせて確認することができます。 

日本書籍出版協会：03-6273-7061 http://www.jbpa.or.jp 

公益社団法人著作権情報センターホームページ：http://www.cric.or.jp/index.html 

→著作権電話相談室専用電話：03-5333-0393 

※受付時間 10:00～12:00, 13:00～16:00（土日、祝日を除く） 

 

（３）授業における著作権について 

   授業の過程における使用の場合には、必要と認められる限度においては、公表された著作物を

複製することができます。その資料を使用する際は、原則として著作物の題名、著作者名など出

６ 図書館と著作権 

http://www.jbpa.or.jp/
http://www.cric.or.jp/index.html
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所の明示をすることが大切です。児童生徒が自分の意見の根拠として資料を使用する時には、資

料をコピーするだけでなく書誌データも渡し、引用していることを明記するように伝えるとよい

でしょう。 

 

（４）資料の収集・貸出における注意点 

   新聞記事については、授業に使用するためならコピーすることは可能です。しかし、資料収集

としてファイリングするための場合は、コピーではなく新聞そのものを切り抜いて使用するよう

にしましょう。パンフレット等もコピーではなく、現物を使用するようにしましょう。 

   書籍や雑誌の付録として CDや DVDが入っている場合、CDを一緒に貸し出すことは可能ですが、

DVDなど動画が入っているものは、著作権者の許諾が必要な場合があります。 
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添付資料 

 

 

 

１  学校司書の一日の流れ 

 

２  明日からまずやることは･･･（『静岡市の学校司書』より抜粋） 

 

３  図書館オリエンテーション（小学２年生例） 

 

４  ブック通リスト（テーマ一覧）・ブック通リスト等に掲載されている静岡に関

する本や小冊子 

  

５  引継ぎ書 

 

６  静岡市学校図書館選定基準 

 

７  静岡市学校図書館廃棄（除籍）基準 

 

 

８  学校用語解説（『静岡市の学校司書』より抜粋） 

 

９  学校図書館ガイドライン （文部科学省） 
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１ 学校司書の一日の流れ 

出勤したら… 

 ・勤務実績簿に押印します。 

  ※勤務実績簿は、事務室か職員室に置いて、学校司書と担当の教職員が実績状況を共有します。

(病欠・事故欠時などにも対応可能な状態にします。) 

 ・文書入れ、その日の予定ボード、図書館利用予定表などを確認します。 

 ・カギなど必要なものを用意します。 

 

開館準備 

 

 

 

開 館 

 

授 業 時 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

休み時間 

 

 

 

給 食 時 

 

 

昼 休 み 

 

清 掃 

 

閉館準備 

 

・カーテンを開ける、窓を開け換気をする、照明器具をつける、パソコンを立

ち上げる、新聞を差し替えるなどの準備をします。 

・ブックポストを設置している場合は、中を確認して必要な処理をします。 

・日付表示カレンダー、日付スタンプ等がある場合は、日付を確認します。 

 
・入口に開館/閉館のサインがある場合は開館にします。 

＜利用がある場合＞ 

・急な利用や事前に打ち合わせをしていない時は、担当の先生に声をかけて

みましょう。要望があれば資料を探したり、児童生徒のレファレンス対応

をしたりしましょう。特に必要がない場合は授業の邪魔にならないような

作業をします。 

 ※教科・利用内容・レファレンス事例などの記録をとります。 

 ＜利用がない場合＞ 

・書架の見回りはこまめにし、整理整頓につとめます。 

・新規購入に関わる作業(選書ツールから資料を選んで購入希望リストを作

る・受け入れ作業をする等)や、館内の整備、特集展示など、優先順位を考

えて自主的に作業を進めます。 

 ・貸出や返却を行います。(委員会の児童生徒との役割分担に配慮しましょう。) 

※小学校では、短時間と長時間の休み時間が設定されていて、短時間の休み時

間は利用を制限している場合があります。また、休み時間の終了時に声かけ

が必要な場合があります。きちんと確認しておきましょう。 

 ・できれば職員室で他の教職員と一緒に食事をとり、コミュニケーションを

とることが望ましいです。給食を申し込むか、お弁当を持参するかは自由

です。 

 ・休み時間と同様です。 

・児童生徒が図書館の清掃に来る場合は一緒にやります。来ない場合も校内

と同じ時間で清掃する習慣をつけることが望ましいです。 

・開館とは逆の手順で、カーテン、照明、パソコン、戸締まりなどを確認しま

す。 
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２ 明日から、まずやることは… 

 

（１）職員・児童生徒とのコミュニケーションを大切にしましょう 

   ・まずは笑顔であいさつ。職員・児童生徒と仲良くなることから始めましょう。 

    ・なるべく児童生徒の名前を覚え、呼んであげると親近感をもってもらえます。 

       ・昼食は職員室で、職員と一緒にとるようにしましょう。コミュニケーションを図る上でも、

児童生徒の情報を共有する上でも貴重な時間となります。 

    ・学校図書館の館長は校長先生です。館長の構想を実現していくのが司書教諭・学校図書館担

当教諭、そして学校司書の皆さんです。司書教諭・学校図書館担当教諭とは特に連絡を密に

取りましょう。なかなか話す時間がとれない場合は、連絡ノートなどを活用しましょう。 

 

（２）学校や児童生徒の様子をよく見ましょう 

   ・学校図書館にはどんな本がありますか？ 

    ・休み時間に児童生徒は、よく来館しますか？ 

    ・学校図書館以外に本を置いてあるスペースはありますか？ 

    ・校舎の造りはどうなっていますか？ 

    ・昨年度、児童生徒たちに示された学校図書館のルールを確かめておきましょう。 

 

（３）「先生の一人である」という心構えをもちましょう 

     ・学校にいる大人は、児童生徒の手本となっています。 

      →言葉遣いは大丈夫ですか？ 

     →一人ひとりを大切にしていますか？ 

         →場に応じた服装ですか？ 

  ・児童生徒や職員に関して知り得た個人情報は口外してはいけません。 

  ・学校という組織の一員となります。連携を大切にしましょう。 

   ・学校備品やデジタル機器の貸出が必要な場合は、学校のセキュリティーポリシーに従い、 

    ルールを守って使用しましょう。 
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３  図書館オリエンテーション（小学２年生例） 

目的：正しい図書館の使い方について理解する。分類について理解し、学校図書館の図書も分類されてい

ることを知る。本を 1冊借りる。 

導入 

 

〇〇小学校図書館司書の「○○（名前）」です。 

（「図書室」ではなく「学校図書館」であることの説明） 

さて、質問ですが、この部屋の名前は何でしょうか？ 

「図書室」？「図書館」？ 

「学校内にあって、きちんと本が整理され、本を借りることができる場所

を学校図書館」といいます。 

カード用意 

「図書館」「図書室」 

「〇〇小学校図書館」 

導・紙芝居などを使うと、

児 児童生徒に関心をもた

せ せることができる。 

今日の 

テーマ 

今日のオリエンテーションでは 

・図書館のルールについて確認 

・分類について            お話したいと思います。 

カード用意 

「図書館のルール」 

「分類って？」 

図書館のル

ールについ

て確認 

図書館にはたくさんの人が来ます。みんなが気持ちよく使えるように図書

館にはルールがあります。 

図書館の使い方クイズをします！（イラストを見せて○×クイズ）  

・ほんをよむ「○」 

・本で調べる「○」 

・大きな声で話す「×」 

・本をひとりじめする「×」 

・一週間過ぎたけど、まだ読み終わらないので返さない。「×」 

・使ったイスは、図書委員が戻してくれるのでそのままにする「×」 

・本が破けていたら、自分で直す「×」 

・本を借りる「○」 

・図書館の中を走る「×」 

・本の相談を学校司書さんにする「○」 

・よみっぱなしにする「×」 

１年生のお手本になるように、きちんとルールを守って図書館を使ってく

ださい。 

 

 

クイズをイラストで用

意 

分類につい

て 

分類って何でしょう？ 

分類の分は「分ける」こと、分類の類は「同じもの」という意味です。つ

まり、分類とは「同じものを同じグループに分ける」ことです。 

図書館にはたくさん本があります。○○学校図書館にも〇冊の本がありま

す。もし、〇冊の本が適当にバラバラに置いてあったら、読みたい本は見

つかるかな？なかなか見つからないですよね。図書館では本が見つかりや

すいように似たような内容の本をグループに分けて置いてあります。 

例えば、「動物の本」、「物語の本」、「工作の本」という風に本の内容でグ

ループ分けされています。（実際の本を見せながら）そして、それぞれの

グループにそれぞれ番号がつけられています。番号は本棚と本の背表紙に

表示してあるので、どの本がどこに置いてあるのか、どこの棚に戻せばい

いのかがわかるようになっています。 

（食べ物などのイラストの描いたカードを使って、種類、色、形などで分

ける分類ゲームなどを導入すると理解しやすい） 

カード用意 

「分類」 

 

 

 

 

 

 

 

 

分類 

まとめ 

「同じものを同じところに分ける」ことを何て言う？ 

図書館の本は分類されている？されていない？ 

カード「分類」 

貸出 「本を借りましょう」冊数、期間の確認。 

（おすすめ本のブックトークなどを入れてもよい） 

 

 

＜参考文献＞ 

・依田逸夫「こんにちはとしょかん」（童心社） 

・赤木かん子.調べ学習紙芝居シリーズ「図書館ってなあに？」「分類ってなあに？」「百科事典の引きかた」「本っ

てどうやってつかうの？（目次と索引）」など（埼玉福祉会） 
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４ ブック通リスト（テーマ一覧） 

 

№ テ ー マ № テ ー マ 

０ ブック通リスト はじめの一歩 26 聴覚障がい 

１ 富士山 27 ことわざ 

２ 登呂遺跡 28 宇宙 

３ 徳川家康 29 大地・地学 

４ 静岡空襲 30  海 

５ 郷土料理 31 動物の赤ちゃん 

６ 藁科川とその流域 32 人体 

７ 安倍川 33 環境問題 

８ 巴川・長尾川・十二双川 34 自動車 

９  茶 35 食事 

10 みかん 36  米 

11 駿河湾（さくらえび・しらす） 37 大豆 

12 清水港 38 野菜 

13 伝統工芸・地場産業 39 記号 

14 方言 40 宮沢賢治 

15 戦国時代 41 南アルプス 

16 江戸時代 42 ＩＴ 

17 アジア・太平洋戦争 43 オリンピック・パラリンピック 

18 昭和の暮らし 44 暦・時 

19 京都・奈良 45 落語 

20 世界の国々 46 鉄道 

21 防災 47 飛行機 

22 戦争と平和 48 育てる（花・野菜） 

23 職業・仕事 49 水産業 

24 ユニバーサルデザイン 50 詩・短歌・俳句・言葉遊び 

25 視覚障がい  

 
は、静岡に関するテーマです。 
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ブック通リスト等に紹介されている静岡に関する本（抜粋） 

 書籍名 出版社 

富
士
山 

富士山大ばくはつ かこさとし大自然のふしぎえほん① 小峰書店 

富士山の大研究 ＰＨＰ研究所 

徳
川
家
康 

徳川家康（子どもの伝記①） ポプラ社 

マンガ静岡県史 天下統一編 静岡県 

安
倍
川 

川原の石ころ図鑑 ポプラ社 

茶 

こどもお茶小辞典 お茶の基本 108と 88の Q&A 
静岡県経済部農林業局 

茶業農産課 

農家になろう ７ チャとともに 農山漁村文化協会 

聖一国師（絵本） 
聖一国師生誕 800年記念

事業 実行委員会 

み
か
ん 

みかんのひみつ（しぜんにタッチ！） ひさかたチャイルド 

ミカンの絵本 農山漁村文化協会 

駿
河
湾 

サイ＆スーのしずおかふしぎ探検 （静岡かがく特捜隊） 静岡新聞社 

しずおかのおかず（郷土の食材と料理） 開港舎 

静岡に関する小冊子 

 書籍名 販売・取扱所 

登
呂
遺
跡 

トロベーの「とろはくガイド」 静岡市登呂博物館 

こども登呂遺跡  ガイドブック「登呂遺跡」 静岡市登呂博物館 

安
倍
川 

不思議ランド・安倍川 
国土交通省中部地方整備

局静岡河川工事事務所 

茶 しずおか発！ワクワクお茶のたんけん隊 静岡県茶業会議所 

清
水
港 

清水港ってどんなとこ？ 
国土交通省中部地方整備

局清水港湾事務所 
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５  引継ぎ書 

（１）引継ぎ書の作成 

図書館司書が変わった場合にも業務がスムーズに行えるよう引き継ぎ書を作成しておきます。 

引き継ぎ書は次ページ参照。 

 

（２）その他引継ぎで残しておくとよいもの 

・年度初めの作業一覧と進め方 

・図書館の一日のスケジュール 

・図書館の年間スケジュール 

・図書館からの配布物と提出資料のファイル（データで作成したものはなるべくデータを） 
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引継ぎ書（小学校記入例） 

図 書 館

基 本 情

報 

開館時間 9：00～15:00 

貸出冊数 児童：２冊（季節休みは３冊）、 教職員３０冊 

貸出期間 児童：１週間、 職員：２週間 

蔵 書 管

理 

使用図書システム（OS） スクールプロ Ver6（Windows10） 

蔵書管理番号、児童生徒図書

カード番号の付与方法 

利用者番号：7桁 入学年度・教職員は 99（2桁）連

番（5桁）2019年度の入学生、転入生は 1900001～ 

蔵書の登録番号：9 桁 学校番号（26）連番（7 桁）

260000001～ 

バーコードシールを貼る位置 背表紙を左にして、左と下１．５cmずつ離す 

蔵書印の位置 学校印は天に１ヶ所押す 

蔵書点検（時期・方法等） 年度末 

寄贈図書の取り扱い（管理方

法、図書システム入力方法等） 

背表紙に備品番号を書いたシールを貼る（黄丸シー

ル）スクールプロの「財源」の欄には「市寄贈」と入

力する。 

禁帯出資料 百科事典、漫画、貴重資料 

絵本（分類・並び順等） Eのシール、題名の五十音順 

別置（郷土資料、戦争の本、昔

話絵本等の別置図書の有無、

ラベル表記、図書システム入

力方法） 

・戦争の本・静岡の本・ノンフィクション・いじめの

本・作者（ﾚｵ･ﾚｵﾆ、ｱｰﾉﾙﾄﾞ･ﾛｰﾍﾞﾙ、新美南吉、宮沢賢

治・椋鳩十）・昔話・教科書掲載本 

学級・学年図書の管理 

 

スクールプロの登録からは外す。バーコードの上から

学年を記載したテプラを貼る。年度末に確認、取替 

毎年購入したい図書 別添書類参照 

新聞・雑誌・月刊誌 朝日小学生新聞 

図書の選書、発注業者 ５月、９月、１月の３回に分けて選書、発注。先生方

に希望を伺い、図書担当、各学年の先生方、学校司書

とで選書を行う。発注は○○書店 

そのほか留意すること 図書便りは季節休み前と読書イベント前に発行 

その他 オリエンテーションの 

実施状況 

２～６年は４月、１年生は５月にクラス毎に実施。オ

リエンテーションの内容、開催時期は各担任の先生と

相談する。オリエンテーションの終わったクラスから

貸し出し開始。 

ボランティアさんとの関わり 朝の読み聞かせ年３回、掲示物の作成 

窓口は教頭先生 

図書館備品・発注業者 ○○文具 

今後の課題 絵本の背表紙に色別で五十音のシールを貼りたい。 

３年生の調べ学習用資料を充実させたい。 

図書館のルールなどをわかりやすく掲示したい。 
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引継ぎ書 

図 書 館

基 本 情

報 

開館時間  

貸出冊数  

貸出期間  

蔵 書 管

理 

使用図書システム  

蔵書管理番号、児童生徒図書

カード番号の付与方法 

 

バーコードシールを貼る位置  

蔵書印の位置  

蔵書点検（時期・方法等）  

寄贈図書の取り扱い（管理方

法、図書システム入力方法等） 

 

禁帯出資料  

絵本（分類・並び順等）  

別置（郷土資料、戦争の本、昔

話絵本等の別置図書の有無、

ラベル表記、図書システム入

力方法） 

 

学級・学年図書の管理 

 

 

毎年購入したい図書  

新聞・雑誌・月刊誌  

図書の選書、発注業者  

そのほか留意すること  

その他 オリエンテーションの 

実施状況 

 

ボランティアさんとの関わり  

図書館備品・発注業者  

 

今後の課題  
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６ 静岡市学校図書館選定基準 

 

 

 内 容  

【知識を扱っている図書】 

 １ 正しい知識や研究成果が述べられている。 

 ２ 新しい知見や方法が紹介されている。 

 ３ 体系づけられた理論のもと、論旨が明確である。 

 ４ 事実の記述が科学的に正確であり、かつ具体的である。 

 ５ 取り扱っている範囲が、児童生徒の学習や探求に適切である。 

 ６ 主題の解説に適切な資料が扱われている。 

 ７ 引用文・挿絵・写真・図表などが正確で、必要に応じて原典が示されている。 

 ８ 統計データは正確で、調査時期および原拠が示されている。 

 ９ 異論・異説などがある場合は、必要に応じてこれを紹介し、その原拠が示されている。 

【教養のための図書】 

 １ 児童生徒の確かな批判力や、豊かな情操を育むものである。 

 ２ 読書の楽しさを味わえるものである。 

 ３ 内容が興味本位のものになっていない。 

 ４ 正義と真実を愛する精神が根底にある。 

 ５ 人権尊重の精神が貫かれている。 

【趣味・レクリエーションのための図書】  

 １ 児童生徒の趣味、興味、能力に合致している。 

 ２ 内容が正確である。 

 ３ 児童生徒の健全な活動を促進するものである。 

【教員向けの図書】 

 １ 教職員の教育活動に資するものである。 

 表 現  

 １ 児童生徒の発達段階に即している。 

 ２ 差別的な表現がされていない。 

 ３ 常用漢字・現代仮名遣いを用い、必要に応じてルビがふってある。 

 ４ 分かりやすい文章で、文法にかなって表現されている。 

 ５ 挿し絵、写真、図表などが、本文を理解するのに役立ち、適切である。 

 構 成  

 １ 書名（タイトル）が内容をよく表している。 

 ２ 目次、見出しの表現や位置が適切であり、必要な索引が完備され、引きやすい。 

 ３ 奥付に必要な事項が記載され、筆者についての必要な紹介がされている。 

 ４ 必要な参考文献の記載がある。 

 造 本・印 刷  

 １ 製本・外観・大きさが適切であり、書物としての体裁が整っている。 

Ⅰ 一般選定基準 
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 ２ 開きがよく、用紙が良質で丈夫であり、学校図書館での使用に耐えうるものである。 

 ３ 乱丁・落丁、誤植などがない。誤植がある場合は正誤表がついている。 

 ４ 活字の字体や大きさ、行間・字詰めが、児童生徒の発達段階に即して適切である。 

 ５ 挿し絵・写真・図表などの大きさが適切で、印刷が鮮明で見やすい。 

 

 

【０類】 

 １ 百科事典・専門図書 

  ・項目の選定や解説が適切になされている。 

  ・それぞれの項目について、正しく新しい情報を、専門家が説明、執筆している。 

  ・見出しが使いやすく、必要な写真、図版が掲げられている。 

  ・参照の指示が適切である。 

  ・参考資料の紹介がされている。 

  ・索引は、児童生徒の学習に充分たえるよう、作られている。 

  ・必要に応じて、十分な改訂がなされている。 

 ２ 年鑑・統計・白書 

  ・公的な機関または責任ある団体によって編集されたものである。 

  ・資料の収集や処理が客観的かつ科学的である。 

  ・統計は正確で新しく、調査年度及び原拠が示されている。 

  ・項目の選定や解説が敵冊になされている。 

  ・グラフや図版が適切に使われ、必要な解説がつけられている。 

 ３ 学術研究書 

  ・教育課程の編成に役立つ。 

  ・学習指導に関連する専門的な研究を内容としている。 

  ・内容が高度であるが、特殊すぎることがない。 

【１類】 

 １ 神話 

  ・古代における人々の考え方や生活を理解できるものである。 

  ・必要に応じて、原典または原拠が示されている。 

  ・必要に応じて、注釈がつけられている。 

 ２ 宗教 

  ・宗教の意義、現状、その在り方を客観的に理解できる。 

  ・特定宗教の経典、教義、歴史、社寺などの解説が正確であり、児童生徒の学習および教 

   養に役立つ。 

 ３ 性に関する図書（4類） 

  ・主題や内容が、科学的に正確であり、児童生徒の発達段階に即している。 

  ・倫理的に高い観点を有している。 

  ・興味本位の内容になっていない。 

【２類】 

 １ 地図 

Ⅱ 分類ごとの選定基準 
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  ・その地図の目的にかなった図法を用い、また、その図法名を示している。 

  ・信頼のおける新しい原図をもとにしている 

  ・位置や地形の表示が正確である。 

  ・縮尺と方位が明示されている。 

  ・地図番号や凡例など、使用するときの約束が明示されている。 

  ・色彩が鮮明で、理解しやすい配色上の工夫がされている。 

  ・国名、地名、統計上の数値が最新のものである。 

  ・児童生徒の発達段階に応じた解説や索引があり、地名を読みやすくする配慮がある。 

 ２ 伝記 

  ・著者の被伝者に対する態度が真摯で、資料をよく調べ、正確な記述となっている。 

  ・被伝者は、多面から描かれ、魅力ある人物像となっている。 

  ・被伝者の業績や人格が、時代背景との関わりの中で描かれている。 

  ・児童生徒が「生き方」について考えるきっかけを与えるものである。 

  ・人物像を生き生きと描き出している。 

【３類】 

 １ 学習参考書 

  ・児童生徒の学習活動に役立ち、その内容が教育課程に合っている。 

  ・内容が精選されている。 

  ・系統的で児童生徒に理解しやすい。 

 ２ 伝説・民話 

  ・採集資料について、採集年代、採集地、採集者、語り手あるいは出典など、必要事項が 

   記載されている。 

  ・編集上の意図で改訳されていない。 

 ３ 教育書 

  ・教育学の研究と教育活動の成果をもとに書かれている。 

  ・内容が個人的で恣意的なものになっていない。 

  ・教育実践に有効適切な理論、新鮮な問題提起、参考になる事例などを含んでいる。 

 ４ 政党（政治結社）に関する図書 

  ・政党の現状、歴史を客観的に理解できる内容である。 

  ・特定政党の綱領、政策およびその解説は、正確なものであり、児童生徒の学習、教養に 

   役立つ。 

【４類】 

 １ 自然科学に関する本  

  ・写真や図版は、実物の色や形態を正確に伝え、その特徴を正しく表現している。 

  ・写真や図版には倍率が示してある。 

  ・児童生徒の発達段階に応じた適切な解説や索引がある。 

 

【５類・６類】 

 １ 実用書・技術書 

  ・児童生徒の生活にふさわしく、有用である。 
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  ・内容が新しく、最新の技術、学問を反映している。 

【７類】 

 １ まんが 

  ・俗悪な言葉を故意に使っていない。 

  ・ストーリー展開に無理がなく、人間の尊厳が守られている。 

  ・俗悪な表現で読者の心情に刺激を与えようとしていない。 

  ・悪や不正、戦争や暴力が讃えられるような内容になっていない。 

  ・学問的真理や歴史上の事実が故意に歪められたり、無視されたりしていない。 

  ・実在の人物については、公平な視野に立ち、事実に基づき正確に扱われている。 

  ・読者対象にふさわしい作品である。 

  ・原著のあるものは、原作の意が損なわれていない。 

  ・本のつくりや用紙が、多数の児童生徒の利用に耐えられるようになっている。 

  ＊完結されていないストーリー漫画は、原則として完結後全巻を通して評価する。 

 ２ 写真集 

  ・主題が児童生徒の学習、成長に役立つものである。 

  ・表現技術が新鮮で、編集、印刷が優れている。 

  ・必要に応じて、撮影上のデータ、解説などが適切につけられている。 

【８類】 

 １ 辞典 

  ・編者が信頼のおける専門の研究者であり、最新の研究成果を踏まえた編集がされている。 

  ・見出し語の選定が適切である。 

  ・解説、説明が客観的、正確でわかりやすく。 

  ・索引や参考となる資料が、必要かつ充分につけられている。 

  ・出典、用例、参照が適切につけられている。 

【９類】  

 １ 叢書・全集 

  ・標題と内容が一致している。 

  ・全巻をとおした必要な索引がつけられている。 

  ・本文の異同について明記され、さらに校訂が行き届いている。 

  ・編集方針が全体の構成に生かされ、各巻の内容が相互につりあいがとれている。 

  ・商業主義による編集上の不自然さがない。 

 ２ 文学 

  ・児童生徒の趣味、興味に沿っている。※１－２（２）選定時の注意 参照 

３ 翻訳書 

  ・完訳である。 

  ・完訳でないものは、その理由が明確である。 

  ・原書の内容をよく伝えるとともに、わかりやすい文章になっている。 

  ・適切な注釈、原典の説明が示されている。 

  ・翻案書は、原作の意を損なわずに書き換えられている。 

 ４ 手記 
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  ・著者の執筆態度が真摯であり、その内容が真実追及の記録となっている。 

 （絵本） 

  ・文章は、児童生徒に理解できる内容や表現になっている。 

  ・絵は、内容を的確に表現しており、児童生徒が楽しめるものになっている。 

  ・児童生徒に対する愛情が貫かれ、画面の中で絵と文が調和している。 

【地域（Ｓ）分類】 

 １ 地域に関する図書 

  ・地域の特質や現状が正確に記述されている。 

  ・趣味的なものになっていない。 

  ・取り扱っている内容が独断的で恣意的ではない。 

  ・取り扱っている内容の原拠が示されるなど、児童生徒の調査研究に役立つものである。 

  ・参考文献が紹介されている。 

 

 

 １ 特定地域でしか入手できないもの、直接販売方式でしか手に入らないもの、個人出版物 

   等一般に入手が困難なもの 

 ２ 限定版、および豪華特装版であるもの 

 ３ 副読本、問題集、特定教科書の解説書および自習書 

 ４ 書き込みや切り抜きなど個人で使用することを目的としたもの 

 ５ 破損しやすい仕掛け絵本 

 ６ 一般書籍として流通せず、雑誌としてのみ流通しているもの 

 

 

 １ 教科書 

 ２ 特定宗教の立場からする布教宣伝および一方的批判を内容としたもの 

 ３ 特定政党の立場からする宣伝、および一方的批判を内容としたもの。政治結社について 

   もこれに準ずる。 

 

 

 

 

 

 

＜2019年 10月 静岡市学校図書館ガイドライン会議にて制定＞ 

  

Ⅲ 選定基準の対象としない図書 

 

Ⅳ 学校図書館に所蔵しないもの 
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７ 静岡市学校図書館廃棄（除籍）基準 
 

 

 １ 汚破損や変色、変形が著しく、利用に適さない図書 

 ２ 記載内容、表記等が古くなり、利用価値の失われた図書 

 ３ 新しい学説や理論が採用されておらず、史的図書としても利用価値のない図書 

 ４ カラー図版図書の変色が著しいため、明らかに誤った情報を与えてしまう図書 

 ５ 複数冊所蔵している図書のうち、利用頻度が著しく少ない図書 

 

 

【０類】 

 １ 百科事典・専門図書 

  ・新しく登場した分野、進歩の著しい分野の情報が十分ではない。 

  ・新しい地名や主要人物の記載がない。 

  ・年表、統計、図表が更新されておらず、調べ学習に活用できない。 

  ・内容や表現が専門的過ぎて、児童生徒が情報を調べてまとめるのに困難である。 

 ２ ハンドブック・便覧 

  ・新版や改訂版が刊行されている。 

 ３ 情報科学・コンピュータ 

  ・操作方法や画面の写真などが、実際に扱う画面と大きく異なる。 

  ・情報が古い。 

【１類】 

 １ 心理学・心・道徳 

  ・児童生徒の悩みを扱う図書や道徳の図書の内容が、現状にあっていない。 

【２類】 

 １ 歴史 

  ・教科書と異なる表記、学説が記載されている。 

 ２ 地図 

  ・新しい地名の表記がない。 

  ・首都、国旗、通貨、表記などの国のデータが最新のものでない。 

 ３ 地誌・旅行案内 

  ・内容が現状に合っていない。特に修学旅行の参考に使用する図書の情報が現状に合っていな 

   い。 

【３類】 

 １ 政治・法律・経済 

  ・政治制度や主要な法律の改正に対応しておらず、現状に合っていない。 

  ・経済のデータが古く、現状に合っていない。 

 ２ 人権 

  ・記述内容に明らかな人権問題を含でいる。  

 ３ 教育 

  ・時事問題関係や学習参考書が現状に合っていない。 

  ・学習指導要領の改訂による学習事項や取り扱いの変化に対応していない。 

  ・就職や受験の案内書は、企業情報や学校情報が最新のものになっていない。 

 

Ⅰ 一般基準 

Ⅱ 分類ごとの基準 
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【４類】 

 １ 自然科学 

  ・技術や実験についての説明が正しくない。最新のものではない。 

  ・新しい学説や発見についての記載がない。 

 ２ 医学 

  ・医療方法や学説について明らかな誤りがある。 

【５類】 

 １ 工学・技術 

  ・工業技術の説明が古い。 

  ・統計、図表が更新されておらず、調べ学習に活用できない。 

  ・記述内容に安全上の問題を含んでいる。 

  ・公害対策や環境問題など、最近の研究成果が取り入れられていない。 

 ２ 家庭 

  ・料理や服飾について、新しい素材、技術、流行等が取り入れられていない。 

【６類】 

 １ 産業・商業 

  ・統計、図表が更新されておらず、調べ学習に利用できない。 

 ２ 通信 

  ・通信技術の現状に合っていない。 

【７類】 

 １ 美術 

  ・写真図版の変色が激しく、絵画や写真の鑑賞に誤解を与えかねない。 

 ２ スポーツ 

  ・新しい種目、ルール、技術、用具等が取り入れらていない。 

  ・運動や応急処置に関する内容に、安全上の問題を含んでいる。 

【８類】 

 １ 辞典 

  ・語義、語源、用例等の記述に大きな誤りがある。 

【９類】 

 １ 文学 

  ・ルビ、漢字の使用、用語などが高度で、児童生徒の読書に活用できない。 

 ２ 翻訳書・翻案書・抄訳書 

  ・児童生徒の感覚にあった翻訳や翻案でない。 

  ・より完全な抄訳が出版されている。 

 

 

 

 １ 郷土資料 

 ２ 貴重書 

※ 一般基準や分類ごとの除籍対象に該当しても、すぐに除籍しなければならないということでは

ありません。複数の担当者で検討し、その分類を更新できないか、いつ頃更新できるかを検討

し、順次除籍処理を行うようにします。 

 

＜2019年 10月 静岡市学校図書館ガイドライン会議にて制定＞ 

Ⅲ 原則として廃棄（除籍）しないもの 
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８  学校用語解説 

 

 

☆「稟議
り ん ぎ

を回す」「起案する」「決裁をもらう」 

学校によって言い方は違うかもしれませんが、公費を使う場合や、児童生徒や保護者にお

便り等を配布する場合、起案して事務室・管理職の先生に目を通してもらい決裁を仰ぎま

す。この一連の流れを「稟議を回す」といいます。 

☆消耗品 １万円未満の物を購入するときは消耗品として購入します。 

     ただし、学校図書館の書籍は備品扱いです。 

☆備品  基本的に１万円以上の物を購入するときは備品として購入します。 

☆空き時間 時間割上で先生が自分の授業のない時間を指します。 

☆出張 市内の学校の研修会に行くときでも「出張」といいます。 

☆経年
けいねん

研
けん

 １年、２年、３年、８年等経験年数に応じて受ける研修のことを指します。 

☆学打ち 

学年で打ち合わせをすることを指します。朝に職員で打ち合わせをするときは「朝打ち」、

夕方だと「夕打ち」と言います。 

☆出勤簿  

職員が出勤した時に押印します。たいてい職員室や校長室に置いてあります。学校司書は、

勤務時間実績報告書に押印します。  

☆級 外
きゅうがい

 

担任をもっていない先生方のことを指します。中学校では４年部ということもあります。

管理職や事務職等、学年に所属しない常勤職員を含む場合もあります。 

☆学年団
がくねんだん

 

小学校で使います。１・２年、３・４年、５・６年と２学年まとめた集団を指します。 

☆大研・小研 

大研は、全員の教員が参加する研究授業。小研は、一部の教員が参加する授業。 

 

 

 学校の先生方がよく使う言葉の中には、一般的にはわかりにくいも

のもあります。わからないときは、遠慮せずに聞いてみましょう。 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1490333673/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3dvbWFuLWlsbHVzdC5jb20vd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3RlYWNoZXIteXViaS5wbmc-/RS=%5eADBeCN.ASOF2kvK_zgw_xf4VBG5Tzw-;_ylt=A2RCA9poXtNY3yQAnSqU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
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９ 学校図書館ガイドライン（文部科学省：平成28年11月） 

○学校図書館をめぐる現状と課題を踏まえ，さらなる学校図書館の整備充実を図るため，教育委員

会や学校等にとって参考となるよう，学校図書館の運営上の重要な事項についてその望ましい在り

方を示す，「学校図書館ガイドライン」を定める。 

同ガイドラインは以下の構成とする。 

（１）学校図書館の目的・機能 

（２）学校図書館の運営 

（３）学校図書館の利活用 

（４）学校図書館に携わる教職員等 

（５）学校図書館における図書館資料 

（６）学校図書館の施設 

（７）学校図書館の評価 

 

（１）学校図書館の目的・機能 

○学校図書館は，学校図書館法に規定されているように，学校教育において欠くことのできない基

礎的な設備であり，図書館資料を収集・整理・保存し，児童生徒及び教職員の利用に供することに

よって，学校の教育課程の展開に寄与するとともに児童生徒の健全な教養を育成することを目的と

している。 

○学校図書館は，児童生徒の読書活動や児童生徒への読書指導の場である「読書センター」として

の機能と，児童生徒の学習活動を支援したり，授業の内容を豊かにしてその理解を深めたりする

「学習センター」としての機能とともに，児童生徒や教職員の情報ニーズに対応したり，児童生徒

の情報の収集・選択・活用能力を育成したりする「情報センター」としての機能を有している。 

 

（２）学校図書館の運営 

○校長は，学校図書館の館長としての役割も担っており，校長のリーダーシップの下，学校経営方

針の具現化に向けて，学校は学校種，規模，児童生徒や地域の特性なども踏まえ，学校図書館全体

計画を策定するとともに，同計画等に基づき，教職員の連携の下，計画的・組織的に学校図書館の

運営がなされるよう努めることが望ましい。例えば，教育委員会が校長を学校図書館の館長として

指名することも有効である。 

○学校は，必要に応じて，学校図書館に関する校内組織等を設けて，学校図書館の円滑な運営を図

るよう努めることが望ましい。図書委員等の児童生徒が学校図書館の運営に主体的に関わることも

有効である。 

○学校図書館は，可能な限り児童生徒や教職員が最大限自由に利活用できるよう，また，一時的に

学級になじめない子供の居場所となりうること等も踏まえ，児童生徒の登校時から下校時までの開

館に努めることが望ましい。また，登校日等の土曜日や長期休業日等にも学校図書館を開館し，児

童生徒に読書や学習の場を提供することも有効である。 

○学校図書館は，学校図書館便りや学校のホームページ等を通じて，児童生徒，教職員や家庭，地

域など学校内外に対して，学校図書館の広報活動に取り組むよう努めることが望ましい。 

○学校図書館は，他の学校の学校図書館，公共図書館，博物館，公民館，地域社会等と密接に連携
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を図り，協力するよう努めることが望ましい。また，学校図書館支援センターが設置されている場

合には同センターとも密接に連携を図り，支援を受けることが有効である。 

 

（３）学校図書館の利活用 

○学校図書館は，児童生徒の興味・関心等に応じて，自発的・主体的に読書や学習を行う場である

とともに，読書等を介して創造的な活動を行う場である。このため，学校図書館は児童生徒が落ち

着いて読書を行うことができる，安らぎのある環境や知的好奇心を醸成する開かれた学びの場とし

ての環境を整えるよう努めることが望ましい。 

○学校図書館は，児童生徒の学校内外での読書活動や学習活動，教職員の教育活動等を支援するた

め，図書等の館内・館外貸出しなど資料の提供を積極的に行うよう努めることが望ましい。また，

学校図書館に所蔵していない必要な資料がある場合には，公共図書館や他の学校の学校図書館との

相互貸借を行うよう努めることが望ましい。 

○学校は，学習指導要領等を踏まえ，各教科等において，学校図書館の機能を計画的に利活用し，

児童生徒の主体的・意欲的な学習活動や読書活動を充実するよう努めることが望ましい。その際，

各教科等を横断的に捉え，学校図書館の利活用を基にした情報活用能力を学校全体として計画的か

つ体系的に指導するよう努めることが望ましい。 

○学校は，教育課程との関連を踏まえた学校図書館の利用指導・読書指導・情報活用に関する各種

指導計画等に基づき，計画的・継続的に学校図書館の利活用が図られるよう努めることが望まし

い。 

○学校図書館は，教員の授業づくりや教材準備に関する支援や資料相談への対応など教員の教育活

動への支援を行うよう努めることが望ましい。 

 

（４）学校図書館に携わる教職員等 

○学校図書館の運営に関わる主な教職員には，校長等の管理職，司書教諭や一般の教員（教諭

等），学校司書等がおり，学校図書館がその機能を十分に発揮できるよう，各者がそれぞれの立場

で求められている役割を果たした上で，互いに連携・協力し，組織的に取り組むよう努めることが

望ましい。 

○校長は，学校教育における学校図書館の積極的な利活用に関して学校経営方針・計画に盛り込

み，その方針を教職員に対し明示するなど，学校図書館の運営・活用・評価に関してリーダーシッ

プを強く発揮するよう努めることが望ましい。 

○教員は，日々の授業等も含め，児童生徒の読書活動や学習活動等において学校図書館を積極的に

活用して教育活動を充実するよう努めることが望ましい。 

○学校図書館がその機能を十分に発揮するためには，司書教諭と学校司書が，それぞれに求められ

る役割・職務に基づき，連携・協力を特に密にしつつ，協働して学校図書館の運営に当たるよう努

めることが望ましい。具体的な職務分担については，各学校におけるそれぞれの配置状況等の実情

や学校全体の校務のバランス等を考慮して柔軟に対応するよう努めることが望ましい。 

○司書教諭は，学校図書館の専門的職務をつかさどり，学校図書館の運営に関する総括，学校経営

方針・計画等に基づいた学校図書館を活用した教育活動の企画・実施，年間読書指導計画・年間情

報活用指導計画の立案，学校図書館に関する業務の連絡調整等に従事するよう努めることが望まし

い。また，司書教諭は，学校図書館を活用した授業を実践するとともに，学校図書館を活用した授
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業における教育指導法や情報活用能力の育成等について積極的に他の教員に助言するよう努めるこ

とが望ましい。 

○学校司書は，学校図書館を運営していくために必要な専門的・技術的職務に従事するとともに，

学校図書館を活用した授業やその他の教育活動を司書教諭や教員とともに進めるよう努めることが

望ましい。具体的には，①児童生徒や教員に対する「間接的支援」に関する職務，②児童生徒や教

員に対する「直接的支援」に関する職務，③教育目標を達成するための「教育指導への支援」に関

する職務という３つの観点に分けられる。 

○また，学校司書がその役割を果たすとともに，学校図書館の利活用が教育課程の展開に寄与する

かたちで進むようにするためには，学校教職員の一員として，学校司書が職員会議や校内研修等に

参加するなど，学校の教育活動全体の状況も把握した上で職務に当たることも有効である。 

○また，学校や地域の状況も踏まえ，学校司書の配置を進めつつ，地域のボランティアの方々の協

力を得て，学校図書館の運営を行っていくことも有効である。特に特別支援学校の学校図書館にお

いては，ボランティアの協力は重要な役割を果たしている。 

 

（５）学校図書館における図書館資料 

①図書館資料の種類 

○学校図書館の図書館資料には，図書資料のほか，雑誌，新聞，視聴覚資料（ＣＤ，ＤＶＤ等），

電子資料（ＣＤ-ＲＯＭ，ネットワーク情報資源（ネットワークを介して得られる情報コンテン

ツ）等），ファイル資料，パンフレット，自校独自の資料，模型等の図書以外の資料が含まれる。 

○学校は，学校図書館が「読書センター」，「学習センター」，「情報センター」としての機能を

発揮できるよう，学校図書館資料について，児童生徒の発達段階等を踏まえ，教育課程の展開に寄

与するとともに，児童生徒の健全な教養の育成に資する資料構成と十分な資料規模を備えるよう努

めることが望ましい。 

○選挙権年齢の引下げ等に伴い，児童生徒が現実社会の諸課題について多面的・多角的に考察し，

公正に判断する力等を身につけることが一層重要になっており，このような観点から，児童生徒の

発達段階に応じて，新聞を教育に活用するために新聞の複数紙配備に努めることが望ましい。 

○小学校英語を含め，とりわけ外国語教育においては特に音声等の教材に，理科等の他の教科にお

いては動画等の教材に学習上の効果が見込まれることから，教育課程の展開に寄与するデジタル教

材を図書館資料として充実するよう努めることが望ましい。 

○発達障害を含む障害のある児童生徒や日本語能力に応じた支援を必要とする児童生徒の自立や社

会参画に向けた主体的な取組を支援する観点から，児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた様々

な形態の図書館資料を充実するよう努めることが望ましい。例えば，点字図書，音声図書，拡大文

字図書，ＬＬブック，マルチメディアデイジー図書，外国語による図書，読書補助具，拡大読書

器，電子図書等の整備も有効である。 

②図書館資料の選定・提供 

○学校は，特色ある学校図書館づくりを推進するとともに，図書館資料の選定が適切に行われるよ

う，各学校において，明文化された選定の基準を定めるとともに，基準に沿った選定を組織的・計

画的に行うよう努めることが望ましい。 

○図書館資料の選定等は学校の教育活動の一部として行われるものであり，基準に沿った図書選定

を行うための校内組織を整備し，学校組織として選定等を行うよう努めることが望ましい。 
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○学校は，図書館資料について，教育課程の展開に寄与するという観点から，文学（読み物）やマ

ンガに過度に偏ることなく，自然科学や社会科学等の分野の図書館資料の割合を高めるなど，児童

生徒及び教職員のニーズに応じた偏りのない調和のとれた蔵書構成となるよう選定に努めることが

望ましい。 

○学校図書館は，必要に応じて，公共図書館や他の学校の学校図書館との相互貸借を行うととも

に，インターネット等も活用して資料を収集・提供することも有効である。 

③図書館資料の整理・配架 

○学校は，図書館資料について，児童生徒及び教職員がこれを有効に利活用できるように原則とし

て日本十進分類法（ＮＤＣ）により整理し，開架式により，配架するよう努めることが望ましい。 

○図書館資料を整理し，利用者の利便性を高めるために，目録を整備し，蔵書のデータベース化を

図り，貸出し・返却手続及び統計作業等を迅速に行えるよう努めることが望ましい。また，地域内

の学校図書館において同一の蔵書管理システムを導入し，ネットワーク化を図ることも有効であ

る。 

○館内の配架地図や館内のサイン，書架の見出しを設置するなど，児童生徒が自ら資料を探すこと

ができるように配慮・工夫することや，季節や学習内容に応じた掲示・展示やコーナーの設置など

により，児童生徒の読書意欲の喚起，調べ学習や探究的な学習に資するように配慮・工夫するよう

努めることが望ましい。また，学校図書館に，模型や実物，児童生徒の作品等の学習成果物を掲

示・展示することも有効である。 

○学校図書館の充実が基本であるが，児童生徒が気軽に利活用できるよう，図書館資料の一部を学

級文庫等に分散配架することも有効である。なお，分散配架した図書も学校図書館の図書館資料に

含まれるものであり，学校図書館運営の一環として管理するよう努めることが望ましい。 

④図書館資料の廃棄・更新 

○学校図書館には，刊行後時間の経過とともに誤った情報を記載していることが明白になった図書

や，汚損や破損により修理が不可能となり利用できなくなった図書等が配架されている例もある

が，学校は，児童生徒にとって正しい情報や図書館資料に触れる環境整備の観点や読書衛生の観点

から適切な廃棄・更新に努めることが望ましい。 

○図書館資料の廃棄と更新が適切に行われるよう，各学校等において，明文化された廃棄の基準を

定めるとともに，基準に沿った廃棄・更新を組織的・計画的に行うよう努めることが望ましい。 

○廃棄と更新を進めるに当たって，貴重な資料が失われないようにするために，自校に関する資料

や郷土資料など学校図書館での利用・保存が困難な貴重な資料については，公共図書館等に移管す

ることも考えられる。 

 

（６）学校図書館の施設 

○文部科学省では，学校施設について，学校教育を進める上で必要な施設機能を確保するために，

計画及び設計における留意事項を学校種ごとに「学校施設整備指針」として示している。この学校

施設整備指針において，学校図書館の施設についても記述されており，学校図書館の施設について

は，学校施設整備指針に留意して整備・改善していくよう努めることが望ましい。 

○また，これからの学校図書館には，主体的・対話的で深い学び（アクティブ・ラーニングの視点

からの学び）を効果的に進める基盤としての役割も期待されており，例えば，児童生徒がグループ

別の調べ学習等において，課題の発見・解決に向けて必要な資料・情報の活用を通じた学習活動等
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を行うことができるよう，学校図書館の施設を整備・改善していくよう努めることが望ましい。 

 

（７）学校図書館の評価 

○学校図書館の運営の改善のため，ＰＤＣＡサイクルの中で校長は学校図書館の館長として，学校

図書館の評価を学校評価の一環として組織的に行い，評価結果に基づき，運営の改善を図るよう努

めることが望ましい。 

○評価に当たっては，学校関係者評価の一環として外部の視点を取り入れるとともに，評価結果や

評価結果を踏まえた改善の方向性等の公表に努めることが望ましい。また，コミュニティ・スクー

ルにおいては，評価に当たって学校運営協議会を活用することも考えられる。 

○評価は，図書館資料の状況（蔵書冊数，蔵書構成，更新状況等），学校図書館の利活用の状況

（授業での活用状況，開館状況等），児童生徒の状況（利用状況，貸出冊数，読書に対する関心・

意欲・態度，学力の状況等）等について行うよう努めることが望ましい。評価に当たっては，アウ

トプット（学校目線の成果）・アウトカム（児童生徒目線の成果）の観点から行うことが望ましい

が，それらを支える学校図書館のインプット（施設・設備，予算，人員等）の観点にも十分配慮す

るよう努めることが望ましい。 

 

出典：「学校図書館の整備充実について（通知）」（文部科学省）平成28年11月29日 

（http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/dokusho/link/1380597.htm） 
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【参考資料・ホームページ】 

 

【参考にした書籍・冊子】 

『学習指導要領（平成 29年告示）解説 国語編』文部科学省 

『やってみよう！学校図書館リニューアル 小学校編』滋賀県立図書館学校図書館活用委員会／編 

『つなげる・ひろげる・そだてる学校図書館』鳥取県学校図書館活用のあり方検討委員会／編 

『学校図書館活用神戸モデル 小学校版』神戸市教育委員会／編 

『荒川区学校図書館活用指針』荒川区教育委員会／編 

『学校図書館ハンドブック改訂版』掛川市教育委員会・掛川市児童生徒の読書活動を考える会／著 

『学校図書館 活性化マニュアル』青森県教育庁生涯学習課 作成委員会／編 

『学校図書館 実務の手引き』岡山県高等学校図書館ネットワーク研究委員会／編 

『学校図書館ハンドブック』大分県図書館社会教育課生涯学習推進室／編 

『学校図書館活用研修会 学校図書館運営資料』静岡県立中央図書館・本田彰／編 

『学校図書館必携 改訂版』全国学校図書館協議会／監修 悠光堂 

『「学校図書館ガイドライン」活用ハンドブック解説編』堀川照代／悠光堂 

『学校図書館スタートガイド』学校図書館スタートガイド編集委員会／編・著 少年写真新聞社 

『子どもが生き生きする学校図書館づくり』渡辺暢恵／著 黎明書房 

『気になる著作権Ｑ＆Ａ 増補改訂版』森田盛行／著 全国学校図書館協議会 

『読書力アップ！学校図書館のつかい方』赤木かん子／著 光村図書 

『学校図書館 はじめの一歩』みの会・東京児童生徒図書館／編 

『発信する 学校図書館ディスプレイ』吉岡裕子・遊佐幸枝／監 少年写真新聞社 

『みんなに本を紹介しよう！学校図書館ディスプレイ＆ブックトーク１～４』本田彰／著 国土社 

 

【参考にしたホームページ】 

文部科学省 学校図書館 

文部科学省 リーフレット 「みんなで使おう！学校図書館」 

文部科学省 「学校図書館ガイドライン」 

文化庁 学校における教育活動と著作権 

全国学校図書館協議会 
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【作成委員】 

 

 

【学校図書館活用ガイドラインプロジェクト委員】 

氏名 所属（R1年度） 職名 

川崎 敦子 静岡市立安東小学校 校長 

松浦 京子 静岡市立美和小学校 校長 

中村 都美 静岡市立大河内小中学校 教頭 

澤本 由美 静岡市立服織西小学校 教頭 

岩渕 德子 静岡市立南部小学校 教諭 

田上 真矢 静岡市立服織小学校 教諭 

山下 宏美 静岡市立葵小学校 学校司書 

田中 邦子 静岡市立中央図書館 係長 

井柳 京子 静岡市立中央図書館 主査 

（令和元年度現在） 

 

【事務局】 

氏名 所属（R1年度） 職名 

岡島 均 静岡市教育センター 所長 

高橋 文乃 静岡市教育センター 主幹兼研修係長 

橋本 絵理 静岡市教育センター 指導主事 

藤原 真希子 静岡市教育センター 学校司書兼支援員 

神谷 千賀子 静岡市教育センター 学校司書兼支援員 

（令和元年度現在） 
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